
第
１
�
交
通
事
故
裁
判
の

実
情
に
つ
い
て

１
�
事
務
所
の
立
地
と
交
通
事

故
裁
判
依
頼
の
需
要

私
が
、
開
業
す
る
事
務
所
は
、
横

浜
市
神
奈
川
区
の
第
一
京
浜
（
国
道

一
五
号
線
）
と
第
二
京
浜
（
国
道
一

号
線
）
に
挾
ま
れ
た
場
所
で
特
に
第

一
京
浜
国
道
か
ら
は
、
二
〇
Ｍ
と
離

れ
て
い
な
い
、
い
わ
ゆ
る
京
浜
工
業

地
帯
の
中
に
あ
る
。
大
型
ト
ラ
ッ
ク
、

ト
レ
ー
ラ
ー
、
営
業
車
、
商
用
車
、

タ
ク
シ
ー
、
バ
イ
ク
等
、
相
当
の
交

通
量
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
交
通
量

と
比
例
し
て
交
通
事
故
も
多
発
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
割
に
交

通
事
故
訴
訟
の
依
頼
は
、
さ
の
み
ま

で
多
く
は
な
い
。

何
故
で
あ
ろ
う
か
？
人
身
事
故
を

伴
う
、
大
事
故
で
あ
れ
ば
、
膨
大
な

証
拠
を
収
集
整
理
し
、
分
類
、
分
析

し
、
責
任
の
所
在
と
過
失
割
合
を
詳

細
に
検
討
、
精
査
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
従
っ
て
、
交
通
事
故
裁
判
専

門
の
ロ
ウ
フ
ァ
ー
ム
の
よ
う
な
弁
護

士
事
務
所
へ
依
頼
者
は
行
く
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

我
々
個
人
で
行
っ
て
い
る
司
法
書

士
で
は
、
そ
の
よ
う
な
必
要
性
に
対

応
す
る
だ
け
の
マ
ン
パ
ワ
ー
も
無
け

れ
ば
、
ノ
ウ
ハ
ウ
も
な
い
の
が
、
通

常
だ
と
考
え
る
。

で
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
司
法

書
士
に
依
頼
に
訪
れ
る
の
で
あ
ろ
う

か
？
任
意
保
険
に
加
入
し
た
車
両
以

外
の
物
損
事
故
が
、
ほ
と
ん
ど
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
任
意
保
険
加
入
者

同
士
の
事
故
の
場
合
、
ほ
ぼ
一
〇
〇

パ
ー
セ
ン
ト
保
険
会
社
の
事
故
担
当

員
が
、
示
談
交
渉
す
る
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
し
、
交
通
事
故
全
般
に
つ
い

て
の
相
談
は
多
い
の
で
物
損
事
故
に

限
ら
ず
、
人
身
事
故
、
特
に
二
輪
車

が
関
係
す
る
比
較
的
軽
微
な
人
身
事

故
の
相
談
事
例
、
相
談
需
要
は
多
く

あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
交
通
事
故
に

関
す
る
知
識
、
解
決
手
段
、
方
法
等
、

研
修
、
研
究
課
題
は
山
積
し
て
い
る
。

そ
の
様
な
中
で
私
の
僅
か
な
実
務
経

験
を
こ
こ
に
記
す
の
で
他
山
の
石
と

交
通
事
故
裁
判
の
実
務

神
奈
川
県
司
法
書
士
会

い
し
か
わ

や
す
お

石
川

泰
雄

特
集

交
通
事
故
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し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

２
�
訴
訟
外
で
和
解
の
事
例

私
の
事
務
所
で
示
談
が
行
わ
れ
た

事
例
で
変
っ
た
も
の
を
紹
介
す
る
。

あ
る
時
、
額
に
血
を
滲
ま
せ
た
作
業

員
風
の
初
老
男
性
と
営
業
マ
ン
風
の

ス
ー
ツ
姿
の
中
年
男
性
が
、
か
な
り

興
奮
し
た
様
子
で
事
務
所
に
来
ら
れ

て
�
こ
の
人
が
、
車
の
前
に
身
を
投

出
し
て
ぶ
つ
か
っ
て
き
た
��
こ
い

つ
の
運
転
す
る
営
業
車
に
轢
か
れ

た
�
と
作
業
員
風
の
人
は
怪
我
を
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
に
大
変
な
剣

幕
で
�
弁
償
し
ろ
！
�
と
大
声
を
出

し
て
い
た
。
し
ば
ら
く
喧
々
諤
々
と

や
り
合
っ
て
い
た
が
、
結
局
、
加
害

者
の
営
業
マ
ン
風
の
人
が
一
〇
万
円

を
示
談
金
と
し
て
支
払
う
事
で
和
解

が
成
立
し
、
そ
の
場
で
示
談
書
を
作

成
し
、
双
方
署
名
捺
印
、
金
銭
授
受

の
上
、
一
件
落
着
と
い
う
事
件
が
あ

っ
た
。

そ
の
件
は
、
訴
訟
外
の
和
解
で
あ

り
、
業
務
と
し
て
は
双
方
の
主
張
を

聞
い
て
示
談
書
作
成
で
完
了
し
た
。

一
時
は
、
ど
う
な
る
こ
と
か
と
思
っ

た
が
、
当
事
者
双
方
に
言
い
た
い
だ

け
お
互
い
に
喋
ら
せ
て
、
そ
の
間
は

意
見
を
言
わ
ず
に
ひ
た
す
ら
聞
く
こ

と
に
徹
し
た
。
か
な
り
骨
の
折
れ
る

こ
と
だ
が
、
そ
う
し
な
い
と
そ
の
場

（
当
事
務
所
）
で
掴
み
合
い
の
け
ん

か
に
な
る
こ
と
必
至
だ
と
思
わ
れ
た
。

そ
の
後
、
こ
の
様
な
形
態
で
事
件

を
受
託
す
る
こ
と
は
今
の
と
こ
ろ
上

記
の
件
の
み
で
あ
る
。

第
２
�
交
通
事
故
裁
判
の

実
務

１
�
受
託
、
事
情
聴
取
に
つ
い
て

司
法
書
士
が
受
託
す
る
交
通
事
故

裁
判
と
し
て
車
両
物
損
事
故
を
想
定

し
て
記
載
す
る
。

�
当
事
者
は
、
誰
か
？
�
原
告
、
被

告
の
特
定
。法
人
か
自
然
人
か
？（
添

付
書
類
に
影
響
す
る
）

被
告
が
不
特
定
の
場
合
、
民
事
訴

訟
は
無
理
で
あ
る
の
で
、
そ
の
旨
事

情
聴
取
の
時
に
依
頼
者
に
説
明
を
尽

さ
な
い
と
誤
解
を
招
く
こ
と
に
な
り

か
ね
な
い
の
で
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

ひ
き
逃
げ
や
当
て
逃
げ
の
場
合
、
ほ

と
ん
ど
民
事
事
件
に
お
い
て
立
証
は

不
可
能
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
我
々

民
間
人
は
捜
査
権
も
な
け
れ
ば
捜
査

能
力
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
立
証
が

不
可
能
で
あ
る
な
ら
裁
判
は
当
然
敗

訴
す
る
の
で
受
託
中
止
す
べ
き
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
に
依
頼
者
に
告
知
す

る
と
た
い
が
い
�
大
変
な
被
害
を
受

け
て
い
る
の
に
、
そ
れ
じ
ゃ
あ
泣
寝

入
り
し
ろ
と
言
う
の
か
！
�
と
憤
り
、

口
角
泡
を
飛
ば
し
、
弁
舌
を
ふ
る
う

こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
う
場
合
、
依

頼
者
の
興
奮
が
冷
め
る
ま
で
待
つ
し

か
な
い
わ
け
で
、
少
し
冷
静
に
な
っ

た
の
を
見
極
め
た
上
で
民
事
訴
訟
の

場
合
、
請
求
す
る
側
が
請
求
権
の
根

拠
と
な
る
証
拠
を
収
集
し
、
立
証
責

任
が
あ
る
旨
を
伝
え
る
と
良
い
で
あ

ろ
う
。

�
会
社
所
有
の
車
両
の
場
合
、
業
務

遂
行
中
か
否
か
。
個
人
所
有
車
で
も

会
社
の
業
務
中
か
、
否
か
。

こ
の
場
合
、
会
社
の
業
務
遂
行
中

で
あ
れ
ば
、
会
社
の
不
法
行
為
責
任

も
追
及
し
、
加
害
者
個
人
と
会
社
を

当
事
者
に
し
て
連
帯
債
務
者
に
す
る
。

�
事
故
証
明
書
は
あ
る
の
か
？

公
安
委
員
会
等
の
交
通
事
故
証
明

書
が
あ
れ
ば
何
も
問
題
は
な
い
が
、

事
故
証
明
が
な
い
場
合
、
相
手
方
が

事
故
そ
の
も
の
を
否
認
し
て
く
る
可

能
性
が
高
い
の
で
必
ず
文
書
に
し
て

証
拠
を
残
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

詫
状
一
通
で
も
事
故
発
生
と
相
手
方

が
加
害
し
て
い
る
証
拠
に
な
る
の
で

重
要
で
あ
る
。
書
面
が
何
も
な
い
場

合
、
厳
し
い
戦
い
を
覚
悟
す
べ
き
で

あ
る
。
証
人
等
と
い
う
も
の
は
、
あ

て
に
な
ら
な
い
し
、
証
人
尋
問
し
て

も
原
告
の
思
惑
ど
お
り
に
返
答
す
る

こ
と
な
ど
ま
ず
皆
無
で
あ
る
。
逆
に

反
対
尋
問
さ
れ
、
相
手
方
に
有
利
な

証
言
を
す
る
場
合
も
多
々
あ
る
の
で

要
注
意
で
あ
る
。
ま
ず
、
書
証
だ
け

で
勝
訴
す
る
こ
と
を
考
え
た
方
が
賢

明
だ
と
考
え
る
。

交通事故
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�
そ
の
他
の
文
書
の
有
無
は
？

（
例
）
請
求
書
、
領
収
書
、
念
書
、

誓
約
書
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
文
書
等
�
証
拠
方

法
に
な
る
か
？

念
書
、
誓
約
書
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
文
書
等

は
、
充
分
直
接
証
拠
と
な
る
可
能
性

が
高
く
、
請
求
書
、
領
収
書
等
も
間

接
証
拠
に
な
り
う
る
。

�
相
手
方
の
所
在
（
管
轄
に
影
響
）、

郵
送
の
可
能
性
（
送
達
に
影
響
）
を

聞
く
。

�
相
手
方
の
資
産
、
経
済
力
�
執
行

の
可
能
性
を
聞
く
。

※
相
手
方
に
ま
っ
た
く
資
産
が
な

い
場
合
、
受
託
の
可
否
に
影
響
す
る
。

２
�
要
件
事
実
や
立
証
手
段
、

方
法
を
ど
う
す
る
か
。

�
請
求
権
の
発
生
す
る
根
拠
は
何

か
？�

不
法
行
為
に
基
く
、
損
害
賠
償

請
求
権
�
即
ち
、
①
故
意
ま
た
は
過

失
に
よ
り
、
②
他
人
の
権
利
を
侵
害

し
た
事
実
�
事
故
発
生
の
事
実
、
③

損
害
の
発
生
�
修
理
費
用
、
代
替
車

両
費
用
、
交
通
費
等

�
立
証
手
段
、
方
法

①
事
故
証
明
書
、
事
故
に
対
す
る
賠

償
の
申
込
、
詫
状
、
念
書
、
誓
約
書

等
各
要
件
事
実
を
充
足
す
る
文
書
が

全
く
な
い
と
立
証
が
厳
し
い
こ
と
に

な
る
。
何
故
な
ら
、
事
故
発
生
の
事

実
そ
の
も
の
を
否
定
さ
れ
る
か
ら
。

②
通
常
何
ら
か
の
文
書
で
や
り
と
り

が
あ
る
場
合

（
例
１
）
請
求
書
と
支
払
遅
延
の
詫

状
、
支
払
念
書
等

（
例
２
）
Ｆ
Ａ
Ｘ
文
書
の
往
復
、
支

払
遅
延
の
お
願
い
等

（
参
照
）
電
子
メ
ー
ル
は
、
証
拠
価

値
が
低
い
。
何
故
な
ら
、
デ
ジ
タ
ル

情
報
故
に
い
く
ら
で
も
加
工
、
改
竄

が
可
能
だ
か
ら
。

（参考事例）

訴 状
平成〇〇年 〇月〇〇日

○○簡易裁判所 御中

原告訴訟代理人

司法書士 石 川 泰 雄

〒２３６－□□□□ 横浜市金沢区○○〇〇番〇〇号

原 告 沖 田 総 一

電 話 ０４５ー７８１－〇〇〇〇

〒２２１－△△△△ 横浜市神奈川区○○○番地○

石川泰雄 司法書士事務所（送達場所）

上記原告訴訟代理人
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司法書士 石 川 泰 雄

〒２３６－×××× 横浜市金沢区○○一丁目〇〇番〇号

被 告 古 舘 二 郎

損害賠償請求事件

訴訟物の価額 金 １００万円

貼用印紙額 金 １万円

第１ 請求の趣旨

１．被告は原告に対し、金１００万円および内金９６万６０００円については平成〇〇年８月１９日か

ら完済まで、年５分の割合による金員を支払え。

２．訴訟費用は被告の負担とする。

との判決および第１項につき仮執行の宣言を求める。

第２ 請求の原因

１．事件の発生

原告は平成〇〇年８月１９日（日曜日）午後１１時２０分頃、藤沢市○○○○４丁目８番１１号先

県道１０号線の交差点を普通乗用自動車（横浜７８や〇〇〇〇）を運転して信号に従って通過中、

右側道路から被告の運転する普通乗用自動車（相模５２す〇〇〇〇）が交差点に進入し、出会

い頭に原告自動車の前方部分に衝突したものである（甲第１号証）。

２．被告の過失

右事故現場は、信号機のある交差点であって、原告は前方の信号機が青に変わってからギ

アを入れて発進しゆっくり通過していたところ、被告は信号が赤であるにもかかわらず、こ

れを無視して交差点に進入したため衝突したもので被告の１００％責任を負うべき過失に基い

て発生した。

３．原告の損害

右事故により、原告は次のとおり損害を蒙った。被告はこれに対する損害賠償義務を有す

る。

交通事故
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第
３
�
参
考
事
例
の
補
足

と
経
緯

１
�
事
故
の
状
況
と
訴
訟
提
起

に
い
た
る
経
緯

被
告
が
赤
信
号
無
視
し
て
交
差
点

内
に
進
入
し
、
原
告
車
両
と
出
会
頭

に
衝
突
し
た
事
故
で
被
告
は
、
任
意

保
険
に
加
入
し
て
い
な
か
っ
た
の
で

保
険
会
社
の
介
入
は
な
か
っ
た
。
本

件
、
訴
訟
提
起
前
に
同
じ
、
横
浜
簡

易
裁
判
所
で
調
停
申
立
し
て
い
る
が
、

被
告
が
呼
出
を
受
け
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
出
頭
し
な
い
の
で
訴
訟

に
な
っ
た
。

２
�
立
証

事
故
の
発
生
に
関
し
て
は
、
事
故

当
時
、
所
轄
警
察
署
か
ら
警
察
官
が

来
て
現
場
検
証
し
て
い
る
の
で
交
通

事
故
証
明
書
が
入
手
可
能
で
そ
れ
を

添
付
し
た
。
修
理
代
の
領
収
書
、
被

害
状
況
の
わ
か
る
写
真
、
不
調
に
な

っ
た
調
停
申
立
書
等
を
添
付
し
、
調

１）自動車修理代 金９６万６０００円

原告の自動車は右事故による破損のため（甲第４号証の１ないし７）、〇〇〇〇株式会社

において修理をしたところ金９６万６０００円の修理代がかかり、これを支払った（甲第２号証の

１ないし甲第３号証の７）

２）司法書士報酬のうち金３万４０００円

原告は横浜簡易裁判所において前項の自動車の修理代請求の民事一般調停を申し立てたが、

被告がこれに応じないため不調となり、本訴提起のやむなきに至った。そのため、司法書士

に訴訟書類作成を依頼し、司法書士報酬として金３万８７００円を支払った（甲第５号証）。そ

のうち金３万４０００円を被告に請求する。

４．よって、原告は被告に対し、合計金１００万円および内金９６万６０００円に対する事故発生の

日である平成〇〇年８月１９日から完済まで民法所定の年５分の割合による金員の支払いを求

める。

第３ 証拠方法

１．甲第１号証 交通事故証明書

２．甲第２号証の１、２ 領収書、納品請求書

３．甲第３号証の１ないし７ 領収書、納品請求書

４．甲第４号証の１ないし７ 写真

５．甲第５号証 領収書

第４ 添付書類

１．訴状副本 １通

２．甲各号証写 各１通

３．調停不成立証明書 １通

４．委任状 １通
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停
申
立
書
作
成
費
用
と
し
て
司
法
書

士
費
用
も
請
求
す
る
た
め
司
法
書
士

の
領
収
書
を
添
付
し
た
。
証
拠
調
べ

は
、
書
証
だ
け
で
証
人
尋
問
等
は
行

わ
れ
な
か
っ
た
。
被
告
に
対
し
て
裁

判
官
が
、
書
証
を
み
て
何
度
か
質
問

し
て
い
た
。

３
�
和
解
の
勧
試

調
停
室
で
何
度
も
話
合
い
が
な
さ

れ
、
調
停
委
員
（
弁
護
士
）
が
、
双

方
の
主
張
を
聞
き
な
が
ら
和
解
点
を

探
っ
て
い
た
。
被
告
が
訴
訟
提
起
前

の
調
停
に
何
度
も
出
頭
要
請
を
受
け

な
が
ら
一
度
も
出
頭
し
な
か
っ
た
点

が
、
心
証
が
悪
い
と
評
価
し
て
い
た
。

司
法
書
士
費
用
に
つ
い
て
�
こ
ん
な

に
高
い
の
で
す
か
�
と
言
わ
れ
た
の

が
心
外
だ
っ
た
。

話
合
い
の
流
れ
か
ら
推
し
て
当
方

の
勝
ち
筋
事
件
で
あ
る
と
思
わ
れ
た

の
で
あ
ま
り
反
論
せ
ず
に
調
停
委
員

の
采
配
に
任
せ
て
時
々
原
告
本
人
の

意
向
を
述
べ
る
に
と
ど
め
た
。
そ
の

後
、
三
回
目
の
期
日
で
金
八
五
万
円

で
和
解
成
立
し
た
と
記
憶
し
て
い
る
。

４
�
今
後
の
課
題

こ
の
よ
う
に
本
件
で
は
本
格
的
な

証
人
尋
問
に
ま
で
至
ら
な
か
っ
た
が
、

実
際
に
証
人
尋
問
と
な
っ
た
場
合
、

果
し
て
証
人
が
平
日
の
昼
間
に
出
頭

し
て
く
れ
る
の
か
否
か
。
ま
た
証
人

の
日
当
に
よ
る
費
用
対
効
果
の
問
題
、

ま
た
証
人
尋
問
、
本
人
尋
問
で
あ
や

ふ
や
な
事
実
を
ど
こ
ま
で
立
証
し
て

い
け
る
の
か
が
、
難
し
い
と
こ
ろ
で

あ
る
。
証
拠
調
べ
、
特
に
証
人
尋
問

に
お
い
て
何
を
立
証
す
る
の
か
。
立

証
趣
旨
を
明
確
に
し
、
争
点
に
な
っ

て
い
る
要
件
事
実
を
立
証
す
る
た
め

に
何
を
証
言
し
て
も
ら
う
の
か
。
ど

ん
な
こ
と
を
証
言
し
た
ら
自
身
が
墓

穴
を
掘
る
の
か
。
良
く
理
解
し
て
い

る
と
は
言
え
ず
、
不
明
な
点
が
多
い

の
が
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
、

今
後
の
課
題
と
し
て
経
験
を
蓄
積
し

た
上
で
一
段
と
向
上
さ
せ
る
べ
く
、

よ
り
一
層
精
進
し
て
ゆ
き
た
い
と
考

え
る
。

交通事故
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本
稿
で
は
、�
会
社
法
の
施
行
に

伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る

法
律
�（
以
下
、�
整
備
法
�と
い
う
）

の
規
定
を
中
心
に
、
現
在
一
九
〇
万

社
に
も
及
ぶ
と
い
わ
れ
る
有
限
会
社

が
ど
う
な
る
の
か
を
解
説
し
て
い
く
。

以
下
、
整
備
法
の
規
定
に
従
い
、

廃
止
前
（
現
行
）
の
有
限
会
社
法
を

�
旧
有
限
会
社
法
�、
整
備
法
施
行

の
際
に
現
に
存
す
る
有
限
会
社
を

�
旧
有
限
会
社
�
と
称
す
る
。

な
お
、
文
中
の
意
見
に
わ
た
る
部

分
は
す
べ
て
私
見
で
あ
る
こ
と
を
ご

了
承
い
た
だ
き
た
い
。

一
�
旧
有
限
会
社
の
存
続

旧
有
限
会
社
は
、
整
備
法
施
行
日

以
降
、
会
社
法
の
規
定
に
よ
る
株
式

会
社
と
し
て
存
続
す
る
（
整
備
法
二

条
一
項
）。
旧
有
限
会
社
の
定
款
、

社
員
、
持
分
及
び
出
資
一
口
は
、
そ

れ
ぞ
れ
株
式
会
社
の
定
款
、
株
主
、

株
式
及
び
一
株
と
み
な
さ
れ
る
（
整

備
法
二
条
二
項
）。
し
か
し
、
株
式

会
社
と
い
っ
て
も
、
商
号
中
に
、
株

式
会
社
の
文
字
を
使
用
す
る
こ
と
は

認
め
ら
れ
ず
、
そ
の
ま
ま
有
限
会
社

の
文
字
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
整
備
法
三
条
一
項
、
二
項
）。

株
式
会
社
を
名
乗
れ
な
い
株
式
会
社

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
整
備
法
で
は
、

こ
れ
を
�
特
例
有
限
会
社
�
と
い
う

（
整
備
法
三
条
二
項
）。

な
お
、
旧
有
限
会
社
に
は
な
い
が
、

�
発
行
可
能
株
式
総
数
�
や
�
発
行

済
株
式
総
数
�
は
、
旧
有
限
会
社
の

資
本
の
総
額
を
出
資
一
口
の
金
額
で

除
し
て
得
た
数
と
な
る
（
整
備
法
二

条
三
項
）。
つ
ま
り
、
出
資
一
口
の

金
額
一
〇
万
円
、
資
本
の
総
額
三
〇

〇
万
円
の
旧
有
限
会
社
は
、
施
行
日

に
、
発
行
可
能
株
式
総
数
三
〇
株
、

発
行
済
株
式
総
数
三
〇
株
の
特
例
有

限
会
社
と
な
る
の
で
あ
る
。

二
�
経
過
措
置

商
業
法
人
登
記
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
部
委
員つ

か
も
と

し
ん
や

塚
本

伸
也

短
期
集
中
講
座

Vol.1

整

備

法

〜�
特
例
有
限
会
社
�〜
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整
備
法
で
は
、
有
限
会
社
法
を
廃

止
し
（
整
備
法
一
条
三
号
）、
そ
れ

に
伴
う
経
過
措
置
（
整
備
法
二
条
〜

四
六
条
）
を
設
け
て
い
る
。
以
下
主

な
経
過
措
置
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と

と
す
る
。

１

定
款
の
記
載
事
項
等

会
社
法
で
は
定
款
自
治
の
範
囲
が

飛
躍
的
に
拡
大
さ
れ
た
た
め
、
旧
有

限
会
社
が
従
来
ど
お
り
の
規
律
を
維

持
す
る
た
め
に
は
、
定
款
へ
の
記
載

又
は
記
録
が
必
要
と
な
る
事
項
が
存

在
す
る
。
定
款
変
更
手
続
を
要
し
な

い
こ
と
と
す
る
た
め
に
、
経
過
措
置

が
置
か
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
定
款

変
更
手
続
は
要
し
な
い
と
い
っ
て
も
、

定
款
の
閲
覧
・
謄
写
請
求
が
あ
っ
た

と
き
は
、
経
過
措
置
に
よ
り
定
款
に

定
め
が
あ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
事

項
に
つ
い
て
は
、
定
款
に
記
載
又
は

記
録
が
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
請

求
者
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

さ
れ
た
（
整
備
法
六
条
）。

ア

商
号
、
目
的
、
本
店
所
在
地
は

会
社
法
に
よ
る
株
式
会
社
の
定
款

記
載
事
項
と
対
応
す
る
事
項
が
あ

る
も
の
は
当
該
対
応
事
項
と
み
な

さ
れ
る
（
整
備
法
五
条
一
項
）。

イ

資
本
の
総
額
、
出
資
一
口
の
金

額
、
社
員
の
氏
名
及
び
住
所
、
各

社
員
の
出
資
口
数
は
定
款
に
記
載

又
は
記
録
が
な
い
も
の
と
み
な
さ

れ
る
（
整
備
法
五
条
一
項
）。

ウ

公
告
方
法
は
、
会
社
法
の
規
定

に
従
い
、
原
則
官
報
と
な
る
。
た

だ
し
、
旧
有
限
会
社
の
定
款
に
合

併
等
の
債
権
者
保
護
手
続
に
お
い

て
個
別
催
告
を
省
略
す
る
た
め
の

公
告
に
関
す
る
定
め
が
あ
る
と
き

は
、
そ
れ
が
一
般
的
な
公
告
方
法

の
定
め
と
み
な
さ
れ
る
（
整
備
法

五
条
二
項
）。
な
お
、
旧
有
限
会

社
の
定
款
に
公
告
に
つ
い
て
異
な

る
二
つ
以
上
の
方
法
の
定
め
を
設

け
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
定
款

の
定
め
は
施
行
日
に
効
力
を
失
う

こ
と
に
な
り（
整
備
法
五
条
四
項
）、

改
め
て
一
般
的
な
公
告
方
法
を
定

め
な
い
限
り
、
官
報
が
公
告
方
法

と
な
る
。

エ

株
式
の
譲
渡
制
限
に
関
す
る
定

め
は
、
会
社
法
に
お
い
て
は
す
べ

て
種
類
株
式
の
定
め
と
さ
れ
て
い

る
（
会
社
法
一
〇
七
条
一
項
一
号
、

一
〇
八
条
一
項
四
号
）
の
で
、
旧

有
限
会
社
法
一
九
条
（
社
員
間
の

持
分
譲
渡
に
つ
き
自
由
、
社
員
以

外
へ
の
持
分
譲
渡
に
つ
き
社
員
総

会
の
承
認
必
要
）
の
規
律
を
維
持

す
る
た
め
、
定
款
に
こ
れ
に
相
当

す
る
種
類
株
式
の
定
め
（
全
部
の

株
式
の
内
容
と
し
て
、
譲
渡
に
よ

り
取
得
す
る
こ
と
に
つ
い
て
会
社

の
承
認
を
要
す
る
旨
及
び
当
該
株

式
を
株
主
が
譲
渡
に
よ
り
取
得
す

る
こ
と
に
つ
い
て
は
会
社
が
承
認

を
し
た
も
の
と
み
な
す
旨
の
定

め
）
が
あ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る

（
整
備
法
九
条
一
項
）。
な
お
、

こ
の
定
め
と
異
な
る
内
容
の
定
め

を
設
け
る
定
款
変
更
は
す
る
こ
と

は
で
き
な
い（
整
備
法
九
条
二
項
）。

２
�
機
関

ア

少
数
株
主
に
よ
る
総
会
の
招
集

請
求
権
は
、
総
株
主
の
議
決
権
の

一
〇
分
の
一
以
上
を
有
す
る
株
主

に
認
め
ら
れ
る
（
整
備
法
一
四
条

一
項
）。

イ

特
別
決
議
の
要
件

会
社
法
で
は
原
則
と
し
て
議
決

権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
株

主
の
議
決
権
の
過
半
数
を
有
す
る

株
主
が
出
席
し
、
出
席
し
た
当
該

株
主
の
議
決
権
の
三
分
の
二
以
上

の
賛
成
と
さ
れ
て
い
る
が
、
特
例

有
限
会
社
に
つ
い
て
は
、
旧
有
限

会
社
法
の
要
件
に
合
わ
せ
て
、
原

則
と
し
て
総
株
主
の
半
数
以
上
で

あ
っ
て
当
該
株
主
の
議
決
権
の
四

分
の
三
以
上
の
賛
成
と
さ
れ
た

（
整
備
法
一
四
条
三
項
）。

ウ

総
会
招
集
通
知
へ
の
参
考
書
類
・

議
決
権
行
使
書
面
の
添
付
等
、
株

主
提
案
権
、
総
会
招
集
手
続
等
に

関
す
る
検
査
役
の
選
任
や
裁
判
所

に
よ
る
総
会
招
集
等
の
決
定
に
関

す
る
会
社
法
の
規
定
に
つ
い
て
適

用
が
除
外
さ
れ
て
い
る
（
整
備
法

整備法 Vol.１
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一
四
条
五
項
）。

エ

機
関
設
計

会
社
法
で
は
様
々
な
機
関
設
計

が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
特
例
有

限
会
社
に
は
、
旧
有
限
会
社
法
に

お
け
る
機
関
設
計
の
み
が
認
め
ら

れ
た
。
株
主
総
会
、
取
締
役
以
外

は
監
査
役
を
置
く
こ
と
が
で
き
る

の
み
で
あ
る
（
整
備
法
一
七
条
一

項
）。
ま
た
、
大
会
社
で
あ
っ
て

も
会
計
監
査
人
を
置
く
必
要
が
な

い
（
整
備
法
一
七
条
二
項
）。

オ

役
員
の
任
期

会
社
法
の
役
員
の
任
期
に
関
す

る
規
定
に
つ
い
て
適
用
が
除
外
さ

れ
て
い
る
（
整
備
法
一
八
条
）
の

で
、
旧
有
限
会
社
同
様
に
定
め
る

必
要
が
な
い
。

カ

監
査
役
の
選
任
に
関
す
る
監
査

役
の
同
意
、
監
査
役
に
よ
る
監
査

役
選
任
に
関
す
る
議
案
提
出
請
求

権
等
の
会
社
法
の
規
定
に
つ
い
て

適
用
が
除
外
さ
れ
て
い
る
（
整
備

法
一
八
条
）。

キ

監
査
役
の
権
限

旧
有
限
会
社
法
に
お
い
て
は
、

監
査
役
の
権
限
は
会
計
監
査
の
み

と
さ
れ
て
い
る
が
、
会
社
法
に
お

い
て
は
、
業
務
監
査
を
も
含
む
こ

と
が
原
則
と
さ
れ
た
た
め
、
監
査

役
を
置
く
特
例
有
限
会
社
に
つ
い

て
は
、
監
査
役
の
権
限
を
会
計
監

査
に
限
定
す
る
旨
の
定
款
の
定
め

が
あ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
（
整

備
法
二
四
条
）。

３
�
そ
の
他

ア

旧
有
限
会
社
に
お
け
る
設
立
、

増
資
、
合
併
（
存
続
会
社
又
は
新

設
会
社
が
旧
有
限
会
社
で
あ
る
も

の
に
限
る
）、
新
設
分
割
、
吸
収

分
割
（
承
継
会
社
が
旧
有
限
会
社

で
あ
る
も
の
に
限
る
）
又
は
組
織

変
更
に
つ
い
て
、
施
行
日
前
に
行

っ
た
社
員
総
会
の
決
議
そ
の
他
の

手
続
き
は
、
施
行
日
前
に
こ
れ
ら

の
行
為
の
効
力
が
生
じ
な
い
場
合

に
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
（
整
備

法
四
条
）。
し
た
が
っ
て
、
施
行

日
に
設
立
手
続
中
の
有
限
会
社
の

施
行
後
の
設
立
の
登
記
は
受
理
さ

れ
な
い
。
施
行
日
直
前
は
よ
り
綿

密
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
管
理
が
必
要

と
な
ろ
う
。

イ

社
員
名
簿

旧
有
限
会
社
の
社
員
名
簿
は
、

株
主
名
簿
と
み
な
さ
れ
（
整
備
法

八
条
一
項
）、�
社
員
の
氏
名
又
は

名
称
及
び
住
所
�
は
�
株
主
の
氏

名
又
は
名
称
及
び
住
所
�、�
社
員

の
出
資
口
数
�
は
�
株
主
の
有
す

る
株
式
の
数
�
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な

さ
れ
る
（
整
備
法
八
条
二
項
）

ウ

旧
有
限
会
社
の
定
款
に
、
議
決

権
、
利
益
配
当
、
残
余
財
産
の
分

配
に
つ
き
、
社
員
ご
と
に
異
な
る

取
扱
い
を
す
る
旨
が
定
め
ら
れ
て

い
る
場
合
、
そ
れ
ら
の
定
め
に
係

わ
る
持
分
は
、
同
様
の
定
め
が
あ

る
種
類
株
式
と
み
な
さ
れ
る
（
整

備
法
一
〇
条
）。

エ

施
行
日
前
に
な
さ
れ
た
持
分
譲

渡
の
承
認
請
求
に
係
わ
る
手
続
き

に
つ
い
て
は
、
施
行
日
後
も
旧
有

限
会
社
法
に
よ
る
と
さ
れ
た
（
整

備
法
一
一
条
）。

オ

施
行
日
前
に
総
会
の
招
集
手
続

が
開
始
さ
れ
た
自
己
持
分
（
施
行

日
後
は
株
式
）の
取
得
、
持
分（
施

行
日
後
は
株
式
）
の
消
却
、
資
本

又
は
資
本
準
備
金
若
し
く
は
利
益

準
備
金
の
減
少
、
営
業
譲
渡
、
合

併
（
存
続
会
社
又
は
新
設
会
社
が

株
式
会
社
で
あ
る
も
の
に
限
る
）

及
び
吸
収
分
割
（
承
継
会
社
が
株

式
会
社
で
あ
る
も
の
に
限
る
）
に

つ
い
て
は
、
施
行
日
後
も
旧
有
限

会
社
法
に
よ
る
（
整
備
法
一
二
条
、

一
三
条
、
二
九
条
、
三
一
条
、
三

六
条
）。
た
だ
し
、
株
式
の
消
却
、

資
本
の
減
少
、
合
併
及
び
吸
収
分

割
に
関
す
る
登
記
の
登
記
事
項
に

つ
い
て
は
、
会
社
法
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
（
整
備
法
一
三
条
但

書
、
二
九
条
但
書
、
三
六
条
但
書
）。

カ

業
務
の
執
行
に
関
す
る
検
査
役

の
選
任
申
立
権
、
役
員
解
任
請
求

訴
権
は
、
総
株
主
の
議
決
権
の
一

〇
分
の
一
以
上
の
議
決
権
を
有
す

る
株
主
に
認
め
ら
れ
る
（
整
備
法
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二
三
条
、
三
九
条
）。

会
計
帳
簿
の
閲
覧
等
請
求
権
は
、

総
株
主
の
議
決
権
の
一
〇
分
の
一

以
上
の
議
決
権
を
有
す
る
株
主
及

び
親
会
社
社
員
で
あ
っ
て
当
該
親

会
社
の
総
株
主
の
議
決
権
の
一
〇

分
の
一
以
上
を
有
す
る
も
の
に
認

め
ら
れ
る
（
整
備
法
二
六
条
）。

キ

会
社
法
施
行
日
前
に
到
来
し
た

最
終
の
決
算
期
に
関
す
る
計
算
書

類
等
の
作
成
、
監
査
及
び
承
認
の

方
法
に
つ
い
て
は
、
旧
有
限
会
社

法
に
よ
る（
整
備
法
二
七
条
二
項
）。

ク

会
社
法
の
計
算
書
類
の
公
告
に

関
す
る
規
定
に
つ
い
て
適
用
が
除

外
さ
れ
て
い
る
（
整
備
法
二
八

条
）
の
で
、
計
算
書
類
の
公
告
義

務
は
な
い
。

ケ

会
社
法
の
支
店
に
お
け
る
計
算

書
類
等
の
備
置
に
関
す
る
規
定
に

つ
い
て
適
用
が
除
外
さ
れ
て
い
る

（
整
備
法
二
八
条
）
の
で
、
支
店

に
お
け
る
計
算
書
類
等
の
備
置
義

務
は
な
い
。

コ

休
眠
会
社
の
み
な
し
解
散
の
規

定
の
適
用
が
除
外
さ
れ
て
い
る

（
整
備
法
三
二
条
）。

サ

組
織
再
編
行
為

特
例
有
限
会
社
は
、
吸
収
合
併

に
お
け
る
存
続
会
社
、
吸
収
分
割

に
お
け
る
承
継
会
社
と
な
る
こ
と

が
で
き
な
い
（
整
備
法
三
七
条
）。

ま
た
、
会
社
法
の
株
式
交
換
、
株

式
移
転
の
手
続
に
係
わ
る
規
定
に

つ
い
て
適
用
が
除
外
さ
て
い
る

（
整
備
法
三
八
条
）
の
で
、
株
式

交
換
、
株
式
移
転
は
で
き
な
い
。

三
�
特
例
有
限
会
社
の
登
記

有
限
会
社
登
記
簿
は
新
商
業
登
記

法
の
規
定
に
よ
る
株
式
会
社
登
記
簿

と
み
な
さ
れ
、
別
段
の
定
め
が
あ
る

場
合
を
除
い
て
、
特
例
有
限
会
社
の

登
記
に
は
新
商
業
登
記
法
の
規
定
が

適
用
さ
れ
る
（
整
備
法
一
三
六
条
一

五
項
）。

以
下
、
旧
有
限
会
社
法
に
よ
る
登

記
事
項
が
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ

る
か
、
会
社
法
に
よ
る
新
た
な
登
記

事
項
と
し
て
ど
の
よ
う
な
事
項
が
あ

る
か
に
つ
い
て
解
説
す
る
こ
と
と
す

る
。

１

旧
有
限
会
社
法
に
よ
る

登
記
事
項

�
商
号
�
は
、
そ
の
ま
ま
株
式
会

社
の
登
記
事
項
と
し
て
取
り
扱
わ
れ

る
。�

目
的
�
は
、
そ
の
ま
ま
株
式
会

社
の
登
記
事
項
と
し
て
取
り
扱
わ
れ

る
。�

本
店
��
支
店
�
は
、
そ
の
ま

ま
株
式
会
社
の
登
記
事
項
と
し
て
取

り
扱
わ
れ
る
（
た
だ
し
、
本
店
の
所

在
場
所
、
支
店
の
所
在
場
所
と
呼
称

が
変
更
さ
れ
る
）。

�
資
本
の
総
額
�
は
、
資
本
金
の

額
と
み
な
さ
れ
る
（
整
備
法
四
二
条

一
項
）。

�
出
資
一
口
の
金
額
�
は
、
登
記

事
項
で
は
な
く
な
る
の
で
、
職
権
で

抹
消
さ
れ
る
。

�
取
締
役
の
住
所
氏
名
�
は
、
株

式
会
社
の
登
記
事
項
に
つ
い
て
の
読

替
え
規
定
に
よ
り
、
旧
有
限
会
社
法

に
よ
る
制
度
が
維
持
さ
れ
る
（
整
備

法
四
三
条
一
項
）。
会
社
を
代
表
し

な
い
取
締
役
の
住
所
も
そ
の
ま
ま
登

記
さ
れ
る
。
清
算
人
に
つ
い
て
も
同

様
で
あ
る
（
整
備
法
四
三
条
二
項
）。

�
代
表
取
締
役
の
氏
名
�
は
、
株

式
会
社
の
登
記
事
項
に
つ
い
て
の
読

替
え
規
定
に
よ
り
、
旧
有
限
会
社
法

に
よ
る
制
度
が
維
持
さ
れ
る
（
整
備

法
四
三
条
一
項
）。
代
表
清
算
人
に

つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
（
整
備
法
四

三
条
二
項
）。

�
取
締
役
の
共
同
代
表
の
定
め
�

は
、
登
記
事
項
で
は
な
く
な
る
た
め
、

職
権
で
抹
消
さ
れ
る
。
清
算
人
の
共

同
代
表
、
支
配
人
の
共
同
代
理
に
つ

い
て
も
同
様
で
あ
る
。

�
監
査
役
の
住
所
氏
名
�
は
、
株

式
会
社
の
登
記
事
項
に
つ
い
て
の
読

替
え
規
定
に
よ
り
、
旧
有
限
会
社
法

に
よ
る
制
度
が
維
持
さ
れ
る
（
整
備

法
四
三
条
一
項
）。
監
査
役
の
住
所

は
そ
の
ま
ま
登
記
さ
れ
、
監
査
役
設

置
会
社
で
あ
る
旨
は
登
記
さ
れ
な
い
。

整備法 Vol.１
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�
支
配
人
の
住
所
氏
名
、
支
配
人

を
置
い
た
営
業
所
�
は
、
そ
の
ま
ま

株
式
会
社
の
登
記
事
項
と
し
て
取
り

扱
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
支
店
所
在
地

に
お
け
る
支
配
人
の
登
記
は
、
本
店

の
所
在
地
に
お
け
る
登
記
簿
に
移
記

さ
れ
る
。

２

会
社
法
に
よ
る
新
た
な

登
記
事
項

�
発
行
可
能
株
式
総
数
�、�
発
行

済
株
式
総
数
�
は
、
旧
有
限
会
社
の

資
本
の
総
額
を
出
資
一
口
の
金
額
で

除
し
て
得
た
数
で
登
記
さ
れ
た
も
の

と
み
な
さ
れ
る
（
整
備
法
四
二
条
三

項
）。�

株
式
の
譲
渡
制
限
に
関
す
る
定

め
�
は
、
発
行
す
る
全
部
の
株
式
の

内
容
と
し
て
、
当
該
株
式
を
譲
渡
に

よ
り
取
得
す
る
こ
と
に
つ
い
て
当
該

特
例
有
限
会
社
の
承
認
を
要
す
る
旨

及
び
当
該
特
例
有
限
会
社
の
株
主
が

当
該
株
式
を
譲
渡
に
よ
り
取
得
す
る

場
合
に
は
、
当
該
特
例
有
限
会
社
が

承
認
を
し
た
も
の
と
み
な
す
旨
の
定

款
の
定
め
が
登
記
さ
れ
た
も
の
と
み

な
さ
れ
る
（
整
備
法
四
二
条
四
項
）。

�
公
告
方
法
�
は
、
原
則
と
し
て

官
報
に
よ
る
旨
が
登
記
さ
れ
た
も
の

と
み
な
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
旧
有
限

会
社
に
合
併
等
に
関
す
る
公
告
方
法

の
登
記
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が

会
社
法
上
の
一
般
的
な
公
告
方
法
と

し
て
登
記
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ

る
（
整
備
法
四
二
条
五
項
）。
た
だ

し
、
合
併
等
に
関
す
る
公
告
方
法
が

二
つ
以
上
登
記
さ
れ
て
い
る
場
合
に

は
、
官
報
に
よ
る
旨
が
登
記
さ
れ
た

も
の
と
み
な
さ
れ
る
（
整
備
法
四
二

条
七
項
）。

＊
旧
有
限
会
社
が
、
議
決
権
を
行
使

す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
、
利
益
の

配
当
又
は
残
余
財
産
の
分
配
に
関
し

て
社
員
ご
と
に
異
な
る
取
扱
い
を
す

る
旨
の
定
款
の
別
段
の
定
め
を
設
け

て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
定
め
に
係

わ
る
持
分
が
会
社
法
一
〇
八
条
一
項

一
号
〜
三
号
の
定
め
が
あ
る
種
類
株

式
と
み
な
さ
れ
る
た
め
、�
発
行
可

能
種
類
株
式
総
数
及
び
発
行
す
る
各

種
類
の
株
式
の
内
容
�、�
発
行
済
株

式
の
総
数
並
び
に
そ
の
種
類
及
び
種

類
ご
と
の
数
�
を
施
行
日
か
ら
六
ヵ

月
以
内
に
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
整
備
法
四
二
条
八
項
）。
旧
有

限
会
社
法
に
お
い
て
は
、
上
記
定
款

の
別
段
の
定
め
は
登
記
事
項
で
は
な

く
、
そ
の
有
無
を
登
記
所
で
は
把
握

し
て
い
な
い
た
め
、
職
権
で
は
な
く
、

申
請
が
必
要
に
な
る
。
申
請
に
は
定

款
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
整
備
法
一
三
六
条
一
八
項
）。
な

お
、
上
記
登
記
を
す
る
ま
で
に
他
の

登
記
を
す
る
と
き
は
、
当
該
他
の
登

記
と
同
時
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず

（
整
備
法
四
二
条
九
項
）、
ま
た
上

記
登
記
を
す
る
ま
で
に
上
記
登
記
事

項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
遅
滞

な
く
、
当
該
変
更
に
係
わ
る
登
記
と

同
時
に
、
変
更
前
の
事
項
の
登
記
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
整
備
法
四

二
条
一
〇
項
）。

四
�
通
常
の
株
式
会
社
へ

の
移
行
手
続

特
例
有
限
会
社
は
、商
号
中
に�
株

式
会
社
�
と
い
う
文
字
を
用
い
る
定

款
変
更
（
商
号
変
更
）
を
す
る
こ
と

で
通
常
の
株
式
会
社
へ
移
行
す
る
こ

と
が
で
き
る（
整
備
法
四
五
条
一
項
）。

株
主
総
会
に
お
い
て
上
記
定
款
変
更

の
決
議
を
行
っ
た
特
例
有
限
会
社
は
、

そ
の
本
店
所
在
地
に
お
い
て
二
週
間

以
内
（
支
店
所
在
地
に
お
い
て
は
三

週
間
以
内
）
に
、
特
例
有
限
会
社
に

つ
い
て
解
散
の
登
記
、
商
号
変
更
後

の
株
式
会
社
に
つ
い
て
設
立
の
登
記

を
同
時
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
整
備
法
四
六
条
、
一
三
六
条
二

一
項
）。
こ
の
登
記
に
よ
っ
て
、
上

記
定
款
変
更
の
効
力
が
生
ず
る
（
整

備
法
四
五
条
二
項
）。
定
款
変
更
に

係
わ
る
株
主
総
会
議
事
録
（
整
備
法

一
三
六
条
一
五
項
、
商
業
登
記
法
四

六
条
）、
商
号
変
更
後
の
株
式
会
社

の
定
款
（
整
備
法
一
三
六
条
二
〇
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項
）
及
び
代
理
人
に
よ
る
場
合
の
委

任
状
が
添
付
書
面
と
な
る
。
ま
た
、

登
録
免
許
税
は
、
組
織
変
更
に
準
じ

て
、
設
立
登
記
最
低
三
万
円
、
解
散

登
記
三
万
円
と
な
る
（
整
備
法
二
九

四
条
、登
録
免
許
税
法
一
七
条
の
三
）。

特
例
有
限
会
社
が
商
号
変
更
に
よ

り
通
常
の
株
式
会
社
に
移
行
し
た
場

合
に
は
、
商
号
変
更
と
同
時
に
任
期

が
満
了
す
る
役
員
（
選
任
か
ら
商
号

変
更
ま
で
の
期
間
が
通
常
の
株
式
会

社
の
役
員
の
任
期
の
範
囲
を
超
え
て

い
る
者
が
該
当
す
る
）
が
出
る
こ
と

に
な
る
。
特
例
有
限
会
社
に
つ
い
て

は
、
前
述
の
と
お
り
会
社
法
の
役
員

の
任
期
に
関
す
る
規
定
の
適
用
が
除

外
さ
れ
て
い
る
（
整
備
法
一
八
条
）

が
、
商
号
変
更
に
よ
り
通
常
の
株
式

会
社
に
移
行
し
た
場
合
に
は
、
会
社

法
上
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
商
号
変

更
の
際
に
任
期
を
伸
長
す
る
定
款
変

更
を
行
え
ば
、
伸
長
後
の
任
期
（
例

え
ば
一
〇
年
）
か
ら
選
任
後
商
号
変

更
ま
で
の
期
間
（
例
え
ば
六
年
）
を

差
し
引
い
た
期
間
（
四
年
）、
任
期

が
継
続
す
る
こ
と
に
な
る
。

五
�
会
社
法
施
行
前
の

組
織
変
更

繰
越
欠
損
を
抱
え
る
有
限
会
社
に

含
み
益
の
あ
る
土
地
や
株
が
あ
る
場

合
、
会
社
法
施
行
前
に
組
織
変
更
し

て
株
式
会
社
に
な
る
の
が
得
で
あ
る

と
の
話
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
組
織
変

更
の
場
合
、
資
産
の
評
価
替
え
に
よ

る
含
み
益
の
計
上
が
認
め
ら
れ
て
い

て
、
そ
れ
を
も
と
に
繰
越
欠
損
の
解

消
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ

と
を
理
由
と
す
る
。
特
例
有
限
会
社

の
商
号
変
更
に
よ
る
通
常
の
株
式
会

社
へ
の
移
行
で
は
、
そ
の
手
法
が
使

え
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
純
資
産

額
の
問
題
は
残
る
が
、
検
討
に
値
す

る
。

整備法 Vol.１
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は
じ
め
に

こ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
財
団
法
人

法
律
扶
助
協
会（
以
下�
扶
助
協
会
�

と
い
う
）
の
相
談
登
録
司
法
書
士
と

し
て
の
登
録
を
済
ま
せ
て
お
り
、
か

つ
民
事
法
律
扶
助
（
と
り
わ
け
書
類

作
成
援
助
）
の
持
ち
込
み
経
験
の
あ

る
司
法
書
士
を
対
象
に
、
日
常
業
務

に
お
い
て
、
書
類
作
成
援
助
だ
け
で

な
く
法
律
相
談
援
助
、
代
理
援
助
を

含
め
て
、
法
律
扶
助
を
よ
り
大
胆
か

つ
積
極
的
に
使
い
こ
な
し
て
い
た
だ

く
た
め
の
ヒ
ン
ト
に
な
れ
ば
と
の
思

い
か
ら
、
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

平
成
一
二
年
秋
に
施
行
さ
れ
た
民

事
法
律
扶
助
法
に
お
い
て
、�
書
類

作
成
援
助
�
と
い
う
新
た
な
サ
ー
ビ

ス
が
誕
生
し
た
。
我
が
国
に
お
け
る

法
律
扶
助
制
度
の
長
い
歴
史
の
中
で
、

�
書
類
作
成
援
助
�
が
規
定
さ
れ
た

こ
と
に
よ
り
、
初
め
て
司
法
書
士
が

法
律
扶
助
の
担
い
手
と
し
て
の
仲
間

入
り
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
そ
ん

な
中
、
こ
れ
ま
で
司
法
書
士
は
、
主

に
書
類
作
成
援
助
の
サ
ー
ビ
ス
提
供

者
と
し
て
、
法
律
扶
助
に
関
与
し
て

き
た
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
平
成
一
五
年
の
司
法

書
士
法
改
正
に
よ
り
、
簡
裁
訴
訟
代

理
関
係
業
務
が
業
務
範
囲
に
加
え
ら

れ
た
の
に
伴
い
、
限
定
付
き
な
が
ら
、

法
律
相
談
援
助
と
代
理
援
助
に
つ
い

て
も
、
司
法
書
士
に
活
用
の
道
が
拓

か
れ
た
。

今
後
は
、
書
類
作
成
援
助
の
み
な

ら
ず
、
法
律
相
談
援
助
と
代
理
援
助

に
つ
い
て
も
積
極
的
に
活
用
す
る
こ

と
で
、
資
力
の
乏
し
い
国
民
の
た
め

の
司
法
ア
ク
セ
ス
の
拡
充
に
、
司
法

書
士
が
今
ま
で
以
上
に
貢
献
し
て
い

く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
扶
助
協
会
へ
の
相
談
登
録

司
法
書
士
の
登
録
方
法
等
に
つ
い
て

は
、
所
属
の
司
法
書
士
会
に
お
問
い

合
わ
せ
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
こ

れ
ま
で
に
法
律
扶
助
の
持
ち
込
み
経

験
の
な
い
方
は
、
基
本
編
と
も
言
う

べ
き
�
書
類
作
成
援
助
活
用
マ
ニ
ュ

ア
ル
〜
自
己
破
産
編
〜
�（
本
誌
一

月
号
に
掲
載
）
を
あ
わ
せ
て
ご
参
照

い
た
だ
き
た
い
。

第
１

相
談
の
受
付

日
司
連

総
合
法
律
支
援
対
策
部
法
律
扶
助
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム

短
期
集
中
講
座

民
事
法
律
扶
助
の
活
用
・
推
進
の
た
め
に
②

法
律
扶
助
活
用
マ
ニ
ュ
ア
ル

〜
応
用
編
〜
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こ
こ
で
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
司
法
書

士
の
日
常
業
務
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る

相
談
を
、
法
律
相
談
援
助
の
適
用
さ

れ
る
無
料
法
律
相
談
（
以
下
�
扶
助

相
談
�
と
い
う
）
と
、
そ
れ
以
外
の

相
談
（
以
下�
通
常
相
談
�
と
い
う
）

と
に
振
り
分
け
る
こ
と
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
法
律
相
談
援
助
こ
そ
が
、

ま
さ
に
国
民
が
法
律
扶
助
を
利
用
す

る
た
め
の
入
口
と
し
て
考
え
ら
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
が
、
こ

れ
ま
で
書
類
作
成
援
助
の
み
に
関
与

し
て
き
た
司
法
書
士
に
と
っ
て
は
、

少
々
違
和
感
を
覚
え
る
こ
と
か
も
し

れ
な
い
が
、
法
律
相
談
が
司
法
書
士

法
上
も
業
務
範
囲
と
し
て
明
記
さ
れ

た
こ
と
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
日
々
の

相
談
に
応
じ
る
際
の
意
識
を
我
々
自

身
が
少
し
ず
つ
変
え
て
い
く
必
要
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

以
下
、
振
り
分
け
の
際
の
チ
ェ
ッ

ク
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
、
順
を
追
っ

て
説
明
す
る
。

１

ど
ん
な
相
談
か
？

ま
ず
は
相
談
の
内
容
で
あ
る
。
非

常
に
大
雑
把
な
表
現
に
な
る
が
、
ま

ず
は
登
記
関
係
の
相
談
か
、
裁
判
関

係
の
相
談
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

登
記
関
係
の
相
談
に
つ
い
て
は
扶
助

相
談
の
適
用
は
な
く
、
通
常
相
談
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
相
談
料
等

の
扱
い
は
各
事
務
所
の
基
準
に
よ
る

こ
と
に
な
る
。
裁
判
関
係
の
相
談
で

あ
れ
ば
、
次
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

に
進
む
。

２

相
談
者
の
資
力
は
？

次
に
相
談
者
の
資
力
を
確
認
す
る
。

資
力
基
準
に
つ
い
て
は
扶
助
協
会
発

行
�
相
談
・
援
助
担
当
者
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク
�（
以
下
�
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
�

と
い
う
）
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た

い
。
資
力
基
準
を
満
た
し
て
い
な
け

れ
ば
、
扶
助
相
談
の
適
用
は
な
く
、

通
常
相
談
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
資

力
基
準
を
満
た
し
て
い
る
場
合
に
は
、

次
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
に
進
む
。

３

紛
争
の
範
囲
は
？

次
に
紛
争
の
範
囲
を
確
認
す
る
。

簡
易
裁
判
所
の
事
物
管
轄
の
範
囲
内

の
紛
争
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
が
一
四
〇
万
円
を
超
え
て

い
れ
ば
、
扶
助
相
談
の
適
用
は
な
く
、

通
常
相
談
と
な
る
。
た
だ
し
、
こ
の

場
合
で
あ
っ
て
も
書
類
作
成
援
助
の

利
用
は
可
能
な
の
で
、
そ
の
点
の
検

討
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
四
〇
万
円
以
内
の
民
事
上
の
紛

争
に
つ
い
て
の
相
談
で
あ
れ
ば
、
扶

助
相
談
が
可
能
で
あ
る
。

無
料
法
律
相
談
を
実
施
し
つ
つ
、

次
項
に
進
む
。

第
２

法
律
相
談
援
助
の
申
込
み

１

相
談
の
み
で
終
了
す
る
場
合

相
談
の
結
果
、
相
談
の
み
で
終
了

す
る
場
合
（
代
理
援
助
、
書
類
作
成

援
助
と
し
て
の
持
ち
込
み
を
し
な
い

場
合
）、�
法
律
相
談
・
援
助
申
込

書
�
を
記
入
し
、
扶
助
協
会
支
部
に

Ｆ
Ａ
Ｘ
す
る
。
申
込
書
は
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク
を
コ
ピ
ー
し
て
使
う
。
表
面
は

相
談
者
が
、
裏
面
は
司
法
書
士
が
記

入
す
る
。
添
付
書
類
は
不
要
で
あ
る
。

そ
の
後
は
支
部
に
よ
っ
て
も
異
な
る

が
、
通
常
一
ヵ
月
く
ら
い
す
る
と
扶

助
協
会
か
ら
相
談
料
（
五
二
五
〇

円
）
が
振
り
込
ま
れ
る
（
た
だ
し
、

法
律
相
談
援
助
に
つ
い
て
は
予
算
の

関
係
上
、
支
部
あ
た
り
の
予
定
件
数

が
設
け
ら
れ
て
い
る
た
め
、
す
べ
て

の
申
込
み
に
対
し
て
必
ず
し
も
相
談

料
が
支
払
わ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
ま
ず
は
国
民
の
間

に
埋
も
れ
て
い
る
法
律
相
談
へ
の
需

要
を
掘
り
起
こ
し
、
そ
の
必
要
性
を

訴
え
る
意
味
で
も
、
相
談
料
の
支
払

い
の
有
無
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
積
極
的

に
申
込
み
を
す
べ
き
で
あ
ろ
う
）。

２

代
理
援
助
、
書
類
作
成
援
助

相
当
と
し
て
支
部
審
査
会
に
回

付
（
持
込
み
）
す
る
場
合

相
談
の
結
果
、
代
理
援
助
、
書
類

作
成
援
助
の
要
件
を
満
た
し
、
か
つ

本
人
が
利
用
を
希
望
す
る
場
合
に
は
、

１
の
申
込
み
を
行
な
っ
た
後
、
改
め

て
支
部
審
査
会
に
回
付
（
持
込
み
）

す
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
援
助
要

法律扶助活用マニュアル ～応用編～
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件
に
つ
い
て
は
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
参

照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
以
下
で
は
、

回
付
の
手
続
き
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

�

相
談
者
に
は
、
必
要
書
類
を
手

配
す
る
よ
う
指
示
す
る
（
必
要
書
類

は
事
件
の
内
容
に
よ
っ
て
異
な
る
。

詳
し
く
は
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
参
照
し

て
い
た
だ
き
た
い
）。

�

相
談
票
を
記
入
し
、
事
件
調
書

を
作
成
す
る
。
事
件
調
書
は
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
を
コ
ピ
ー
し
て
使
う
（
た
だ

し
、
自
己
破
産
事
件
及
び
債
務
整
理

事
件
に
つ
い
て
は
事
件
調
書
の
作
成

は
不
要
で
あ
り
、�
法
律
相
談
・
援

助
申
込
書
�
の
裏
面
を
法
律
相
談
援

助
の
申
込
み
の
と
き
よ
り
も
詳
細
に

記
入
す
れ
ば
足
り
る
）。

�

必
要
書
類
が
整
い
次
第
、
事
件

調
書
（
自
己
破
産
事
件
及
び
債
務
整

理
事
件
の
場
合
は
法
律
相
談
・
援
助

申
込
書
）
等
の
必
要
書
類
を
扶
助
協

会
支
部
に
持
参
又
は
送
付
す
る
。

�

以
後
、
援
助
決
定
を
待
っ
て
速

や
か
に
事
件
に
着
手
し
、
必
要
に
応

じ
て
扶
助
協
会
に
報
告
す
る
。

な
お
、
参
考
ま
で
に
以
上
の
流
れ

を
簡
略
化
し
て
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
に

し
た
も
の
を
�
相
談
受
付
の
な
が

れ
�
と
し
て
添
付
し
た
（
図
１
）。

適
宜
、
各
事
務
所
で
手
を
加
え
る
な

ど
し
て
ご
活
用
い
た
だ
き
た
い
。

第
３

自
己
破
産
・
債
務
整

理
事
件
と
法
律
扶
助

以
上
が
一
般
的
な
説
明
と
い
う
こ

と
に
な
る
が
、
現
実
に
法
律
扶
助
事

件
と
し
て
持
ち
込
む
機
会
が
多
い
の

は
、
自
己
破
産
事
件
と
債
務
整
理
事

件
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
以
下
で
は
自
己
破
産
事

件
お
よ
び
債
務
整
理
事
件
の
流
れ
に

沿
っ
て
、
法
律
扶
助
の
活
用
の
仕
方

を
考
え
る
こ
と
と
す
る
。

１

相
談
の
受
付

平
成
一
五
年
の
司
法
書
士
法
改
正

以
前
は
、
司
法
書
士
の
業
務
に
お
い

て
債
務
整
理
の
�
受
任
�
と
い
う
概

念
自
体
が
な
く
、
書
類
作
成
業
務
に

限
定
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
法
律
扶

助
と
の
関
係
で
も
書
類
作
成
援
助
の

み
を
想
定
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、

今
後
は
考
え
方
を
根
本
的
に
変
え
る

必
要
が
あ
る
。

�

初
回
面
談
で
方
針
が
確
定
し
た

場
合

こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
実
務
で
は

む
し
ろ
珍
し
い
と
思
わ
れ
る
が
、
皆

無
と
は
言
え
な
い
。
仮
に
初
回
面
談

で
破
産
、
あ
る
い
は
個
人
再
生
等
に

方
針
を
決
定
し
、
書
類
作
成
業
務
と

し
て
受
託
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ま

で
ど
お
り
書
類
作
成
援
助
と
し
て
の

持
ち
込
み
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。

�

初
回
面
談
で
方
針
が
確
定
せ
ず
、

債
務
整
理
事
件
と
し
て
受
任
す
る

場
合

実
務
に
お
い
て
は
む
し
ろ
こ
ち
ら

の
ほ
う
が
原
則
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
場
合
に
は
、
法
律
相
談
援
助
の

申
込
み
と
、
そ
の
後
の
回
付
手
続
き

を
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
初
回
面
談
で
は
方
針
が

決
ま
ら
な
い
の
で
、
こ
の
段
階
で
、

資
力
基
準
を
満
た
し
て
お
り
、
か
つ

紛
争
の
範
囲
の
問
題
が
ク
リ
ア
ー
で

き
て
さ
え
い
れ
ば
、
法
律
相
談
援
助

の
申
込
み
が
可
能
と
な
る
。
法
律
相

談
援
助
の
利
用
を
検
討
す
る
う
え
で

重
要
な
の
は
、�
債
権
者
一
社
あ
た

り
の
経
済
的
利
益
の
予
想
最
高
額
が

一
四
〇
万
円
を
超
え
て
い
て
は
な
ら

な
い
�
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
正
確

な
金
額
は
債
権
調
査
を
経
な
い
と
判

明
し
な
い
の
で
、
あ
く
ま
で
も
�
予

想
最
高
額
�
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

理
論
的
に
は
以
上
の
と
お
り
で
あ

る
が
、
現
実
問
題
と
し
て
は
、
申
込

書
の
裏
面
の
、�
適
当
な
援
助
手
続

き
�
欄
を
�
書
類
作
成
援
助
�
に
チ

ェ
ッ
ク
し
、
か
つ
�
整
理
の
た
め
の

基
本
方
針
�
を
自
己
破
産
あ
る
い
は

民
事
再
生
と
記
載
し
た
場
合
、
お
そ

ら
く
司
法
書
士
に
よ
る
法
律
相
談
援

助
は
認
め
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ

な
ら
、
自
己
破
産
や
民
事
再
生
は
あ

く
ま
で
も
書
類
作
成
業
務
で
あ
り
、

代
理
権
を
前
提
と
し
て
い
な
い
た
め
、

そ
の
前
提
と
し
て
の
相
談
は
、
法
律

相
談
援
助
の
対
象
外
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
に
も
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
示

さ
れ
て
い
る
）。
た
だ
し
、
こ
の
点
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に
つ
い
て
の
扱
い
は
支
部
に
よ
っ
て

も
多
少
異
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、

注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

具
体
的
に
は
、�
措
置
区
分
�
欄

の
�
相
談
継
続
�
に
チ
ェ
ッ
ク
を
し
、

�
適
当
な
援
助
手
続
き
�欄
に
は�
代

理
援
助
�
に
チ
ェ
ッ
ク
を
す
る
か
、

ま
た
は
何
も
チ
ェ
ッ
ク
を
し
な
い
で

お
い
て
、�
整
理
の
た
め
の
基
本
方

針
�
欄
に
は
�
任
意
整
理
の
予
定
�

あ
る
い
は
�
債
権
調
査
の
う
え
方
針

を
決
定
す
る
�
の
よ
う
に
記
載
し
て

お
け
ば
、
法
律
相
談
援
助
の
適
用
上

問
題
は
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
事

実
を
曲
げ
て
記
載
す
る
な
ど
は
も
っ

て
の
ほ
か
で
あ
る
が
、
記
入
の
仕
方

に
も
多
少
配
慮
が
必
要
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い

（
例
え
ば
、
相
談
の
段
階
で
は
任
意

整
理
の
予
定
で
受
任
し
、
法
律
相
談

援
助
を
利
用
し
た
も
の
の
、
そ
の
後

の
債
権
調
査
の
結
果
や
、
債
務
者
の

失
業
等
の
事
情
に
よ
り
、
破
産
や
民

事
再
生
の
申
立
て
を
せ
ざ
る
を
得
な

い
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
は
現
実
に
は
少

な
く
な
い
わ
け
で
、
こ
の
場
合
に
は
、

結
果
的
に
書
類
作
成
援
助
と
し
て
持

込
み
を
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
）。

２

方
針
の
決
定

受
任
後
、
債
権
調
査
を
経
て
、
方

針
が
確
定
し
た
と
す
る
。
こ
の
段
階

で
改
め
て
、
書
類
作
成
援
助
あ
る
い

は
代
理
援
助
と
し
て
持
ち
込
み
を
行

な
う
こ
と
に
な
る
。

�

書
類
作
成
援
助
と
し
て
の
持
ち

込
み

破
産
申
立
書
、
個
人
再
生
申
立
書
、

本
人
申
立
に
よ
る
特
定
調
停
申
立
書
、

あ
る
い
は
本
人
訴
訟
の
訴
状
を
作
成

す
る
場
合
に
は
、
こ
の
段
階
で
改
め

て
、�
適
当
な
援
助
手
続
き
�
欄
を

�
書
類
作
成
援
助
�
に
チ
ェ
ッ
ク
し

た
う
え
で
、
必
要
書
類
を
添
え
て
支

部
審
査
会
に
回
付
す
る
。

�

代
理
援
助
と
し
て
の
持
ち
込
み

任
意
整
理
、
代
理
人
と
し
て
特
定

調
停
の
申
立
て
を
す
る
場
合
に
は
、

こ
の
段
階
で
改
め
て
、�
適
当
な
援

助
手
続
き
�
欄
を
�
代
理
援
助
�
に

チ
ェ
ッ
ク
し
た
う
え
で
、
必
要
書
類

を
添
え
て
支
部
審
査
会
に
回
付
す
る
。

３

債
務
整
理
と
過
払
金
の
返
還

請
求
と
の
関
係

債
務
整
理
の
過
程
で
、
特
定
の
債

権
者
に
対
し
て
過
払
い
が
生
じ
て
い

る
こ
と
が
判
明
し
た
と
す
る
。
こ
の

場
合
、
あ
る
債
権
者
か
ら
過
払
金
を

取
り
戻
し
た
と
し
て
も
、
他
の
債
権

者
へ
の
残
債
務
が
あ
り
、
交
渉
途
中

で
あ
る
以
上
、い
ま
だ�
債
務
整
理
�

の
目
的
は
達
成
で
き
て
い
な
い
わ
け

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
債
権

者
か
ら
取
り
戻
し
た
過
払
金
を
他
の

債
権
者
へ
の
支
払
い
に
充
て
る
こ
と

は
当
然
に
認
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ

る
（
そ
う
で
な
け
れ
ば
、�
債
務
整

理
�
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
困
難

に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
）。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
に
し

て
全
て
の
債
権
者
と
の
交
渉
が
終
了

（
つ
ま
り
債
務
整
理
が
終
了
）
し
た

後
、
な
お
か
つ
回
収
し
た
過
払
金
が

手
元
に
残
る
場
合
（
つ
ま
り
ト
ー
タ

ル
で
は
残
債
務
よ
り
も
回
収
し
た
過

払
金
の
ほ
う
が
多
か
っ
た
場
合
）
に

は
、
こ
れ
を
依
頼
者
に
直
接
返
還
す

る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
依
頼

者
に
は
渡
さ
ず
に
、
司
法
書
士
が
こ

れ
を
保
管
し
た
う
え
で
扶
助
協
会
支

部
に
報
告
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

扶
助
協
会
で
は
、
司
法
書
士
か
ら

の
報
告
を
受
け
た
後
、
過
払
金
の
一

五
％
を
基
準
と
し
て
報
酬
決
定
で
き

る
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
報
酬
決
定

を
待
っ
て
初
め
て
報
酬
と
し
て
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
の
で
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

な
お
、
過
払
金
を
回
収
す
る
た
め

に
訴
訟
を
提
起
す
る
必
要
が
生
じ
た

場
合
に
は
、
そ
の
時
点
で
別
途
書
類

作
成
援
助
（
本
人
訴
訟
の
場
合
）
あ

る
い
は
代
理
援
助
と
し
て
の
回
付

（
持
込
み
）
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の

場
合
、
支
部
審
査
会
の
判
断
に
も
よ

る
が
、
一
般
的
に
は
関
連
事
件
と
し

て
別
途
援
助
決
定
が
な
さ
れ
、
立
替

金
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思

わ
れ
る
。

な
お
、
以
上
の
点
に
つ
い
て
の
細

か
な
運
用
等
は
、
支
部
に
よ
っ
て
も

異
な
る
の
で
、
詳
し
く
は
各
支
部
に

お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
き
た
い
。
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４

法
律
扶
助
協
会
へ
の
報
告

債
務
整
理
事
件
に
お
い
て
は
、
当

初
、
任
意
整
理
の
予
定
で
代
理
援
助

を
進
め
て
い
っ
た
も
の
の
、
や
む
を

得
ず
破
産
あ
る
い
は
再
生
に
切
り
替

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
り
、

あ
る
い
は
途
中
で
依
頼
者
と
連
絡
が

取
れ
な
く
な
り
、
辞
任
せ
ざ
る
を
得

な
く
な
る
ケ
ー
ス
な
ど
、
仕
事
の
途

中
で
方
針
や
状
況
に
変
動
が
生
じ
る

場
合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に

は
、
ま
ず
速
や
か
に
扶
助
協
会
支
部

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一

人
で
悩
ん
で
い
て
も
ど
う
に
も
な
ら

な
い
。
そ
の
結
果
、
事
情
に
も
よ
る

が
、
す
で
に
送
金
さ
れ
て
い
る
立
替

金
の
一
部
を
、
扶
助
協
会
に
返
還
す

る
必
要
が
生
じ
る
場
合
も
あ
る
。

簡
易
援
助
に
つ
い
て

平
成
一
七
年
四
月
一
日
か
ら
、
民

事
法
律
扶
助
制
度
に
お
け
る
新
た
な

サ
ー
ビ
ス
と
し
て
、
①
簡
易
援
助
、

②
簡
易
な
示
談
交
渉
、
③
緊
急
援
助

が
開
始
さ
れ
た
。

基
本
的
に
は
扶
助
協
会
作
成
の
資

料
（
以
下
�
扶
助
協
会
資
料
�
と
い

う
）
を
参
照
い
た
だ
く
と
し
て
、
こ

の
う
ち
、
司
法
書
士
に
よ
る
活
用
の

機
会
が
比
較
的
多
い
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
①
の
簡
易
援
助
に
的
を
絞
っ

て
、
な
る
べ
く
わ
か
り
易
く
活
用
方

法
を
ま
と
め
た
。
参
考
に
し
て
い
た

だ
き
た
い
。

１

簡
易
援
助
と
は

簡
易
援
助
と
は
、
①
法
律
相
談
援

助
に
付
随
し
て
、
②
本
人
名
義
で
簡

易
な
法
的
文
書
を
作
成
す
る
も
の
で

あ
る
。
法
律
相
談
終
了
後
、
本
人
名

義
の
内
容
証
明
を
作
成
し
、
本
人
に

�
こ
れ
を
郵
便
局
で
出
す
と
い
い
で

す
よ
�
と
言
っ
て
渡
す
と
い
う
イ
メ

ー
ジ
で
あ
る
。

現
時
点
で
は
、
内
容
証
明
に
よ
る

時
効
援
用
通
知
、
契
約
解
除
通
知
、

敷
金
返
還
請
求
通
知
等
が
想
定
さ
れ

て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
に
限
ら

れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

あ
く
ま
で
も
①
法
律
相
談
援
助
の

延
長
と
し
て
の
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
こ

と
（
し
た
が
っ
て
司
法
書
士
法
三
条

二
項
の
司
法
書
士
の
み
が
可
能
で
あ

り
、
か
つ
扶
助
協
会
の
相
談
登
録
司

法
書
士
と
し
て
の
登
録
を
受
け
て
い

る
こ
と
、
紛
争
の
範
囲
が
一
四
〇
万

円
以
内
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
必
要
と

な
る
）、
②
作
成
す
る
文
書
は
原
則

と
し
て
本
人
名
義
の
も
の
で
あ
る
こ

と
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

本
人
名
義
で
は
な
く
代
理
人
名
義
に

よ
る
文
書
作
成
は
、
原
則
と
し
て
示

談
交
渉
す
な
わ
ち
代
理
援
助
の
性
質

を
帯
び
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

２

申
込
み
方
法

申
込
み
方
法
は
、
基
本
的
に
は
法

律
相
談
援
助
と
同
様
で
あ
る
が
、
若

干
の
違
い
が
あ
る
の
で
、
以
下
、
流

れ
に
沿
っ
て
説
明
す
る
。

�

無
料
法
律
相
談
の
実
施

各
司
法
書
士
事
務
所
に
お
い
て
、

本
人
の
資
力
要
件
等
を
確
認
の
う
え
、

無
料
法
律
相
談
を
実
施
す
る
。
こ
こ

ま
で
は
法
律
相
談
援
助
と
全
く
同
様

で
あ
る
。

�

法
律
相
談
・
援
助
申
込
書
の
記

入法
律
相
談
の
結
果
、
本
人
名
義
に

よ
る
簡
易
な
法
的
文
書
の
作
成
が
紛

争
解
決
の
た
め
に
妥
当
で
あ
り
、
か

つ
本
人
が
そ
れ
を
望
ん
だ
場
合
に
は
、

�
作
成
文
書
の
種
類
及
び
通
数
�
を

相
談
票
（
申
込
書
の
裏
面
）
の
該
当

箇
所
に
記
載
し
、
本
人
の
確
認
印
ま

た
は
署
名
を
求
め
る
（
こ
れ
に
伴
い
、

申
込
書
の
様
式
が
新
し
く
な
っ
た
。

新
し
い
申
込
書
は
扶
助
協
会
の
各
支

部
あ
る
い
は
各
司
法
書
士
会
に
置
い

て
あ
る
。
申
込
書
は
各
自
コ
ピ
ー
し

て
お
使
い
い
た
だ
き
た
い
）。

�

本
人
か
ら
の
負
担
金
の
受
領

本
人
か
ら
負
担
金
と
し
て
二
〇
〇

〇
円
を
受
領
す
る
。
本
人
に
渡
す
領

収
書
に
は
、�
簡
易
援
助
の
負
担
金

と
し
て
�
と
記
載
す
る
。
領
収
書
は

適
宜
の
様
式
で
構
わ
な
い
。
二
〇
〇

〇
円
は
、
遅
く
と
も
作
成
し
た
文
書

を
本
人
に
交
付
す
る
の
と
引
き
換
え

に
受
領
す
る
。

な
お
、
例
外
と
し
て
本
人
か
ら
負
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担
金
を
受
領
す
る
こ
と
が
特
に
困
難

な
事
情
が
あ
る
場
合
の
取
り
扱
い
に

つ
い
て
は
、
扶
助
協
会
資
料
を
参
照

し
て
い
た
だ
き
た
い
。

�

扶
助
協
会
支
部
に
Ｆ
Ａ
Ｘ

法
律
相
談
・
援
助
申
込
書
と
相
談

票
（
申
込
書
裏
面
）
を
扶
助
協
会
支

部
に
Ｆ
Ａ
Ｘ
す
る
。
な
お
、
作
成
し

た
文
書
は
送
付
不
要
で
あ
る
。

�

送
金

し
ば
ら
く
す
る
と
、
扶
助
協
会
か

ら
七
四
五
〇
円
（
法
律
相
談
料
五
二

五
〇
円
＋
法
的
文
書
作
成
料
四
二
〇

〇
円
か
ら
、
本
人
負
担
分
の
二
〇
〇

〇
円
を
差
し
引
い
た
金
額
）
が
司
法

書
士
の
口
座
に
振
り
込
ま
れ
る
。

【図１】 相談受付の流れ
※ 扶助協会支部によっては、取扱いが
異なる場合があります。
また、通常相談の場合の相談料は、
各事務所の基準によります。

通通常常相相談談
（（扶扶助助相相談談のの適適用用外外））

通通常常相相談談
（（扶扶助助相相談談のの適適用用外外））

通通常常相相談談

※ ただし、書類作成援助
を検討すること。

相相談談票票をを記記入入しし、、
扶扶助助協協会会ににＦＦＡＡＸＸ

①① 相相談談票票をを記記入入しし、、扶扶助助協協会会ににＦＦＡＡＸＸ（（法法律律相相談談援援助助のの申申込込みみ））
②② 相相談談者者にに対対ししてて、、住住民民票票、、給給与与明明細細書書等等のの手手配配をを指指示示
③③ ②②のの手手配配ががでできき次次第第、、事事件件調調書書等等のの必必要要書書類類をを添添ええてて支支部部審審査査会会へへ
回回付付（（代代理理援援助助のの申申込込みみ））

④④ 以以後後、、速速ややかかにに事事件件にに着着手手ののううええ、、必必要要にに応応じじてて扶扶助助協協会会にに報報告告

※ 相談登録司法書士が相当
と判断した場合に限り、相談は
３回まで認められる。

どんな相談？

登記関係

※ 簡裁民事事件に限る。家事事件の場合は通常相談。
ただし、書類作成援助を検討すること。

相談のみで終了
または
相談継続

資力基準オーバー

１４０万円オーバー

なし

相談者の資力は？

紛争の範囲は？

支部審査会
へ回付？

裁判関係

資力基準以内

１４０万円以内

扶助相談の適用

あり
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QQ
1188

受
付
に
と
も
な
っ
て
付
さ
れ
る
�
手
続
番
号
�
と
は
。

AA
1188

QQ
1199

受
付
に
と
も
な
っ
て
行
わ
れ
る
公
告
及
び
通
知
と
は
。

AA
1199

QQ
2200

�
意
見
聴
取
等
の
期
日
�
と
は
。

AA
2200

筆
界
特
定
申
請
が
受
付
け
ら
れ
た
と
き
は
、
通
常
の
受
付
事
務
の

ほ
か
、
手
続
番
号
が
付
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
（
規
二
一
四
②
）。
こ

の
番
号
が
、
以
後
、
手
続
を
進
行
す
る
う
え
で
活
用
さ
れ
、
登
記
記

録
に
お
い
て
個
々
の
筆
界
特
定
を
特
定
す
る
記
号
と
し
て
登
記
さ
れ
る
。

筆
界
特
定
の
申
請
が
受
け
付
け
ら
れ
、
却
下
事
由
が
な
い
と
認
め

ら
れ
る
と
き
は
（
達
第
四
（
Ａ
）
六
七
）、
筆
界
特
定
の
申
請
が
さ

れ
た
旨
が
公
告
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
旨
が
関
係
人
に
通
知
さ
れ
る（
法

第
一
三
三
①
）。

こ
れ
ら
は
、
筆
界
特
定
が
公
の
証
明
力
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
関
係
人
を
は

じ
め
、
広
く
第
三
者
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
そ

れ
ら
の
者
に
手
続
保
障
の
機
会
を
与
え
る
た
め
に
必
要
な
手
続
で
あ
る
と
言
え

る
。

筆
界
特
定
登
記
官
は
、
筆
界
特
定
の
申
請
人
及
び
関
係
人
に
対
し
、

あ
ら
か
じ
め
期
日
及
び
場
所
を
通
知
し
て
、
対
象
土
地
の
筆
界
に
つ

い
て
、
意
見
を
述
べ
、
又
は
資
料
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
（
法
一
四
〇
①
）
と
さ
れ
、
こ
の
期
日
を�
意
見
聴
取
等
の
期
日
�

と
い
う
。

一
月
号
に
お
い
て
、
基
礎
編
に
続
い
て
手
続
編
、
申
請
編
を
掲
載
す
る
予
定
を
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
が
、
予
定
を
変
更
し
、
本
号
で
は
続
基
礎
編

と
し
て
概
略
の
み
を
掲
載
し
、
手
続
編
、
申
請
編
に
つ
き
ま
し
て
は
後
日
会
員
に
配
布
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

な
お
、
一
月
号
基
礎
編
に
つ
い
て
、
一
部
訂
正
が
あ
り
ま
し
た
。
六
九
頁
に
正
誤
表
を
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
注
意
願
い
ま
す
。

日
司
連

不
動
産
登
記
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ムす

え
み
つ

ゆ
う
い
ち

末
光

祐
一

短
期
集
中
講
座

Ｑ
＆
Ａ

筆
界
特
定
制
度
と
司
法
書
士

�
続
基
礎
編
�

Vol.2
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QQ
2211

筆
界
特
定
は
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
か
。

AA
2211

QQ
2222

筆
界
特
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
誰
か
。

AA
2222

QQ
2233

筆
界
特
定
の
手
数
料
は
。

AA
2233

期
日
は
、
法
務
局
の
庁
舎
、
対
象
土
地
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記
所
の
庁

舎
、
現
地
等
適
切
な
場
所
が
選
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
（
規
二
二
二
）（
達
第

六

一
一
〇
）。

必
要
が
あ
れ
ば
、
複
数
回
の
期
日
を
設
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

筆
界
特
定
登
記
官
は
、
筆
界
調
査
委
員
の
意
見
が
提
出
さ
れ
た
と

き
は
、
そ
の
意
見
を
踏
ま
え
、
登
記
記
録
、
地
図
又
は
地
図
に
準
ず

る
図
面
及
び
登
記
簿
の
附
属
書
類
の
内
容
、
対
象
土
地
及
び
関
係
土

地
の
地
形
、
地
目
、
面
積
及
び
形
状
並
び
に
工
作
物
、
囲
障
又
は
境
界
標
の
有

無
そ
の
他
の
状
況
及
び
こ
れ
ら
の
設
置
の
経
緯
そ
の
他
の
事
情
を
総
合
的
に
考

慮
し
て
、
対
象
土
地
の
筆
界
特
定
を
し
、
そ
の
結
論
及
び
理
由
の
要
旨
を
記
載

し
た
筆
界
特
定
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
法
一
四
三
①
）。

筆
界
特
定
登
記
官
は
、
筆
界
調
査
委
員
の
意
見
を
尊
重
す
る
義
務
は
あ
る
が
、

そ
れ
に
絶
対
的
に
拘
束
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
最
終
的
に
独
自
の
責
任
で
判

断
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
が
、
筆
界
調
査
委
員
の
意
見
が
合
理
的
で

あ
る
場
合
は
そ
の
意
見
と
異
な
る
判
断
は
問
題
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
筆
界
調
査

委
員
の
意
見
が
不
合
理
で
あ
り
、
か
つ
、
十
分
な
調
査
が
尽
く
さ
れ
て
い
な
い

場
合
は
、
筆
界
調
査
委
員
に
対
し
て
再
度
の
調
査
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と

考
え
ら
れ
る
。

筆
界
特
定
が
な
さ
れ
た
と
き
は
、
筆
界
特
定
の
申
請
人
に
対
し
、
筆
界
特
定

書
の
写
し
が
交
付
さ
れ
、
筆
界
特
定
を
し
た
旨
を
公
告
し
、
か
つ
、
関
係
人
に

通
知
さ
れ
る
（
第
一
四
四
①
）。

さ
ら
に
、
対
象
土
地
の
登
記
記
録
に
、
筆
界
特
定
が
さ
れ
た
旨
が
記
録
さ
れ

る
（
規
二
三
四
）。

筆
界
特
定
の
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
し
た
い
筆
界

に
接
し
て
い
る
土
地
の
所
有
権
登
記
名
義
人
（
所
有
権
の
登
記
が
な

い
土
地
で
は
表
題
部
所
有
者
）
で
あ
り
、
表
題
登
記
が
な
い
土
地
に

あ
っ
て
は
所
有
者
を
い
い
、
所
有
権
の
登
記
名
義
人
又
は
表
題
部
所
有
者
の
相

続
人
そ
の
他
の
一
般
承
継
人
を
含
み
（
法
一
二
三
�
）、
共
有
者
の
一
部
の
者

の
申
請
も
認
め
ら
れ
る
が
、
仮
登
記
名
義
人
は
含
ま
れ
な
い
（
達
第
一

五
）。

し
た
が
っ
て
、
地
上
権
者
、
賃
借
権
者
、
抵
当
権
者
等
は
、
筆
界
特
定
の
申
請

を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
債
権
者
代
位
の
方
法
に
よ
っ
て
も
申
請
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
解
さ
れ
る
。

筆
界
特
定
の
申
請
人
は
、
原
則
と
し
て
、�
手
数
料
算
出
の
基
礎

と
な
る
額
�
（
申
請
人
所
有
対
象
土
地
の
固
定
資
産
評
価
額
＋
相
手

方
対
象
土
地
の
固
定
資
産
評
価
額
）÷

2

×0
.0
5

�
で
表
さ
れ
、
そ

の
額
に
応
じ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
同
表
の
下
欄
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
て
得
た
額
と
さ
れ
る
。

Ｑ＆Ａ 筆界特定制度と司法書士
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上

欄

下

欄

基
礎
と
な
る
額
が

百
万
円
ま
で
の
部
分

そ
の
額
十
万
円
ま
で
ご
と
に

八
百
円

基
礎
と
な
る
額
が
百
万
円
を

超
え
五
百
万
円
ま
で
の
部
分

そ
の
額
二
十
万
円
ま
で
ご
と
に

八
百
円

基
礎
と
な
る
額
が
五
百
万
円
を

超
え
千
万
円
ま
で
の
部
分

そ
の
額
五
十
万
円
ま
で
ご
と
に

千
六
百
円

基
礎
と
な
る
額
が
千
万
円
を

超
え
十
億
円
ま
で
の
部
分

そ
の
額
百
万
円
ま
で
ご
と
に

二
千
四
百
円

基
礎
と
な
る
額
が
十
億
円
を

超
え
五
十
億
円
ま
で
の
部
分

そ
の
額
五
百
万
円
ま
で
ご
と
に

八
千
円

基
礎
と
な
る
額
が

五
十
億
円
を
超
え
る
部
分

そ
の
額
千
万
円
ま
で
ご
と
に

八
千
円

QQ
2244

手
数
料
の
収
入
印
紙
を
貼
付
す
る
際
の
注
意
は
。

AA
2244

仮
に
甲
地
の
評
価
額
が
金
三
八
〇
〇
万
円
、
そ
れ
に
接
す
る
乙
地
の
評
価
額

が
金
一
八
〇
〇
万
円
と
し
て
、
甲
地
所
有
権
登
記
名
義
人
等
が
、
甲
乙
間
の
筆

界
の
特
定
を
申
請
す
る
際
に
は
、
手
数
料
算
定
の
基
礎
と
な
る
額
は
、（3

8
0
0

万
+
1
8
0
0
万
)÷
2

×0
.0
5

�1
4
0
万
円

と
な
り
、
前
出
の
表
に
当
て
は
め
る

と
、
一
〇
〇
万
円
ま
で
一
〇
万
円
ご
と
に
八
〇
〇
円
で
八
〇
〇
〇
円
、
一
〇
〇

万
円
を
超
え
一
四
〇
万
円
ま
で
二
〇
万
円
ご
と
に
八
〇
〇
円
で
一
六
〇
〇
円
、

合
計
で
手
数
料
の
額
は
九
六
〇
〇
円
と
な
る
。

本
来
は
申
請
時
に
お
い
て
手
数
料
の
額
が
把
握
さ
れ
て
い
る
べ
き

で
あ
る
が
、
手
数
料
算
出
の
基
礎
と
な
る
対
象
土
地
の
一
方
は
申
請

人
所
有
で
あ
る
こ
と
か
ら
評
価
額
が
判
明
す
る
が
、
他
方
は
、
通
常

は
紛
争
の
相
手
方
の
所
有
で
あ
る
こ
と
か
ら
申
請
人
に
お
い
て
そ
の
評
価
額
を

知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
（
登
記
に
お
け
る
価
格
通
知
制
度
、
民
事

訴
訟
に
お
け
る
評
価
証
明
書
の
交
付
請
求
制
度
は
利
用
で
き
な
い
と
さ
れ
る
。）、

正
確
な
手
数
料
の
額
を
把
握
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
申
請
人
に
お
い
て
把
握
で
き
る
対
象
土
地
、
つ
ま
り

申
請
人
所
有
地
の
評
価
額
の
み
を
基
礎
と
し
て
仮
に
手
数
料
を
算
出
し
（
本
来

の
手
数
料
が
こ
の
額
を
下
回
る
こ
と
は
な
い
。）、
そ
の
額
に
相
当
す
る
収
入
印

紙
を
貼
り
付
け
て
申
請
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
と
き
は
申
請
後
、
筆
界
特
定
登
記
官
が
他
の
対
象
土
地
の
価
額

を
調
査
し
て
算
出
し
た
手
数
料
の
額
が
通
知
さ
れ
る
の
で
、
後
日
不
足
額
の
追

納
す
る
こ
と
で
手
続
が
進
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
申
請
時
に
納
付

さ
れ
た
手
数
料
の
額
が
納
付
す
べ
き
手
数
料
の
額
に
満
た
な
い
場
合
で
あ
っ
て

も
、
申
請
人
が
不
足
額
を
追
納
し
な
い
意
思
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
き
を
除

き
、
手
数
料
の
納
付
が
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
申
請
を
却
下
さ
れ
る
こ
と
な

く
、
納
付
す
べ
き
手
数
料
の
額
を
通
知
の
う
え
補
正
の
機
会
が
与
え
る
こ
と
と

な
る
（
達
第
三
（
Ｃ
）
三
八
）。
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標記記事中、以下のとおり誤りがございました。お詫びして訂正します。

正

登記官

したがって、支局、出張所で筆界特定

手続がなされることはない。しかし、

管轄登記所は、筆界特定書面申請の場

合における申請書の提出先となるなど、

筆界特定の事務に関与することがある

ほか、筆界特定手続記録の保管及び公

開に関する事務を行うことになる。

（法１３２①�）

【削除】

公の機関が作成した筆界特定書

司法書士（司３②である者に限り、か

つ、一定範囲の筆界特定手続に限る。）

Ａ地所有権登記名義人等

Ｂ地所有権登記名義人等

Ｄ地所有権登記名義人等

Ｅ地所有権登記名義人等

Ａ地の他の共有者として登記されている者

【削除】

自任

誤

専門の登記官

したがって、支局、出張所で筆界特定

手続がなされることはない（申請書の

事実上の窓口、期日の場所、手続記録

の保管等では筆界特定事務にも関係す

る場合がある。）。

（法１３２�）

�隣接地が、分譲マンションの敷地で

管理組合もないなど、共有者が多数に

及び、筆界に関する全員の同意を得る

のが困難な場合�

公の作成した筆界特定書

司法書士（限定的）

Ａ地所有者

Ｂ地所有者

Ｄ地所有者

Ｅ地所有者

Ａ地の他の共有者

（土地の筆界が現地において明らかで

ないことを原因とする民事に関する紛

争を取り扱う（調３①�）。）

自認

頁／Ｑ・Ａ

７０頁 Ａ１

７１頁 Ａ３

７１頁 Ａ４

７２頁 Ａ５

７３頁 Ａ８

７４頁 Ａ１１

７５頁 Ａ１４

７７頁 Ａ１７

Ｑ＆Ａ 筆界特定制度と司法書士
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�
�

一

は
じ
め
に

日
本
司
法
書
士
会
連
合
会
（
以
下

�
日
司
連
�
と
記
す
）
は
、
今
ま
で

複
数
回
に
わ
た
り
会
員
各
位
に
、
中

間
省
略
登
記
申
請
へ
の
関
与
を
厳
に

避
け
て
頂
く
よ
う
に
、
お
願
い
を
し

て
ま
い
り
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

中
間
省
略
登
記
に
つ
い
て
、
様
々
な

場
面
で
多
様
な
議
論
が
行
わ
れ
、
会

員
の
一
部
に
若
干
の
混
乱
が
生
じ
て

お
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て

日
司
連
と
し
て
の
中
間
省
略
登
記
に

対
す
る
見
解
を
今
一
度
整
理
し
、
会

員
の
皆
様
に
通
知
す
る
に
至
り
ま
し

た
。二

中
間
省
略
登
記
と
は

中
間
省
略
登
記
の
議
論
が
さ
れ
る

際
に
、
時
と
し
て
中
間
省
略
登
記
の

定
義
の
錯
綜
が
見
受
け
ら
れ
る
よ
う

で
す
。
本
稿
に
お
け
る
中
間
省
略
登

記
と
は
、�
連
続
す
る
複
数
の
物
権

変
動
が
あ
る
と
き
に
中
間
の
物
権
取

得
者
を
省
略
し
て
現
在
の
登
記
名
義

人
か
ら
最
終
の
物
権
取
得
者
に
直
接

名
義
を
移
転
す
る
登
記
�
と
し
ま
す
。

よ
り
広
い
概
念
を
し
て
中
間
省
略
登

記
と
し
て
の
議
論
を
展
開
さ
れ
る
方

も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
の
こ
と
で
す
が
、

議
論
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
も
本

稿
に
お
け
る
中
間
省
略
登
記
は
、
上

記
の
定
義
と
い
た
し
ま
す
。
故
に
、

物
権
変
動
が
複
数
存
在
し
な
い
場
合

に
は
、
本
稿
で
記
す
と
こ
ろ
の
中
間

省
略
登
記
で
は
な
い
と
認
識
く
だ
さ

い
。な

お
、
物
権
変
動
が
複
数
存
す
る

の
か
否
か
の
判
断
を
一
般
論
と
し
て

論
じ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
個
々

の
現
場
に
お
い
て
職
務
を
さ
れ
る
各

会
員
が
、
目
前
の
事
象
を
法
に
当
て

は
め
て
は
じ
め
て
判
断
可
能
な
も
の

で
す
。
故
に
、
そ
の
一
般
的
基
準
を

示
す
こ
と
は
本
稿
の
目
的
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

三

不
動
産
登
記
法
の
趣

旨
不
動
産
登
記
法
は
五
九
条
三
号
に

お
い
て
、�
登
記
原
因
及
び
そ
の
日

付
�
を
登
記
事
項
と
し
、
三
条
六
号

に
お
い
て
、�
登
記
原
因
及
び
そ
の

日
付
�
を
申
請
情
報
と
し
て
お
り
ま

す
。
こ
の
こ
と
は
、
わ
が
国
の
不
動

産
登
記
が
単
に
、
現
在
の
権
利
者
の

名
義
の
み
を
公
示
す
る
も
の
で
は
な

く
、
権
利
取
得
の
過
程
を
も
公
示
す

る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
ま
す
。
ご

承
知
の
よ
う
に
、
わ
が
国
の
不
動
産

登
記
に
は
公
信
力
が
な
く
、
そ
の
意

味
で
は
登
記
名
義
人
で
あ
る
と
公
示

中
間
省
略
登
記

登
記
制
度
対
策
本
部

不
動
産
登
記
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
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さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
で
は
、
権
利

者
で
あ
る
こ
と
を
確
実
に
保
障
す
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
故
に
、
登

記
名
義
人
で
あ
る
者
と
取
引
に
入
ろ

う
と
す
る
者
は
、
単
に
登
記
名
義
の

み
を
拠
り
所
と
す
る
の
で
は
な
く
、

そ
の
取
得
原
因
の
真
偽
な
ど
の
調
査

を
も
し
な
け
れ
ば
十
分
と
は
言
え
な

い
仕
組
み
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ

こ
で
不
動
産
登
記
法
は
、�
登
記
原

因
及
び
そ
の
日
付
�
を
登
記
事
項
と

す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
証
明
す
る

も
の
と
し
て
登
記
原
因
証
明
情
報
を

申
請
の
際
に
原
則
と
し
て
提
供
す
る

こ
と
を
要
求
し
、
利
害
関
係
人
に
そ

れ
を
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
前

記
調
査
を
可
能
と
す
る
こ
と
を
目
指

し
た
も
の
で
す
（
不
動
産
登
記
法
六

一
条
・
一
二
一
条
）。

こ
の
よ
う
に
不
動
産
登
記
に
公
信

力
を
も
た
な
い
わ
が
国
に
お
い
て
、

取
得
過
程
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
こ

と
及
び
そ
の
取
得
過
程
で
あ
る
登
記

原
因
に
つ
い
て
の
証
明
情
報
は
、
取

引
の
安
全
の
た
め
に
特
に
重
要
な
意

味
を
持
つ
も
の
で
す
。

以
上
の
趣
旨
か
ら
、
不
動
産
登
記

法
は
、�
登
記
原
因
及
び
そ
の
日
付
�

を
登
記
事
項
と
し
た
も
の
で
す
か
ら
、

取
引
の
安
全
と
円
滑
に
資
す
る
た
め

に
も
（
不
動
産
登
記
法
一
条
目
的
）

�
登
記
原
因
及
び
そ
の
日
付
�
及
び

登
記
原
因
証
明
情
報
の
真
正
さ
に
つ

い
て
は
、
最
大
限
確
保
さ
れ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
よ
っ
て
、
中
間
取

得
者
を
省
略
し
真
実
の
取
得
過
程
と

相
違
す
る
中
間
省
略
登
記
は
、
不
動

産
登
記
法
の
趣
旨
と
相
容
れ
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

四

司
法
書
士
と
し
て
の

職
責

司
法
書
士
は
、
常
に
品
位
を
保
持

し
、
業
務
に
関
す
る
法
令
及
び
実
務

に
精
通
し
て
、
公
正
か
つ
誠
実
に
そ

の
業
務
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
（
司
法
書
士
法
二
条
職
責
）。

こ
の
こ
と
は
、
単
に
法
令
を
知
識
と

し
て
有
す
る
の
み
で
は
な
く
、
そ
の

趣
旨
を
理
解
し
業
務
に
反
映
す
る
こ

と
が
要
求
さ
れ
る
も
の
で
す
。
と
り

わ
け
、
不
動
産
登
記
と
不
動
産
取
引

の
橋
渡
し
役
と
し
て
の
歴
史
を
も
つ

司
法
書
士
で
あ
れ
ば
、
不
動
産
登
記

法
の
目
的
で
あ
る
取
引
の
安
全
と
円

滑
の
趣
旨
を
十
分
に
理
解
し
た
う
え

で
、
登
記
後
の
取
引
に
対
し
て
も
十

分
に
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

一
時
的
な
経
済
効
率
に
よ
っ
て
そ
れ

を
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
努
め
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

以
上
の
職
責
に
則
っ
て
司
法
書
士

が
今
ま
で
職
務
を
行
っ
て
き
た
か
ら

こ
そ
、
不
動
産
登
記
法
は
司
法
書
士

な
ど
の
資
格
者
に
特
段
の
職
責
を
課

し
た
も
の
で
あ
り
、（
不
動
産
登
記

法
二
三
条
四
項
一
号
な
ど
）
今
後
に

お
い
て
も
そ
の
職
責
に
応
え
う
る
か

否
か
が
、
将
来
の
立
法
・
運
用
に
大

き
く
影
響
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容

易
に
予
想
で
き
る
こ
と
で
す
。

五

様
々
な
議
論
に
つ
い

て
判
例
に
お
い
て
、
中
間
省
略
登
記

の
効
力
を
認
容
し
た
も
の
や
、
条
件

付
な
が
ら
中
間
省
略
登
記
請
求
権
を

認
め
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、

判
決
に
基
づ
か
な
い
中
間
省
略
登
記

に
も
司
法
書
士
が
関
与
す
る
こ
と
を

積
極
視
す
る
見
解
が
あ
る
よ
う
で
す

が
、
既
に
生
じ
て
い
る
紛
争
を
解
決

す
る
こ
と
を
一
義
と
す
る
判
決
と
、

法
の
趣
旨
実
現
を
職
責
と
す
る
司
法

書
士
の
将
来
に
向
か
っ
て
の
職
務
を
、

同
じ
レ
ベ
ル
で
論
じ
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
不
動
産
取
引
安
全
の
観
点

か
ら
私
た
ち
司
法
書
士
の
依
頼
人
や

取
引
相
手
が
将
来
的
に
も
紛
争
に
巻

き
込
ま
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に

は
如
何
に
職
務
す
べ
き
か
、
と
の
視

点
を
何
よ
り
も
日
司
連
は
尊
重
す
る

も
の
で
す
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
不
動
産
登
記

は
、
不
動
産
取
引
の
た
め
の
も
の
で

あ
り
、
不
動
産
登
記
の
た
め
に
取
引

が
阻
害
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ

で
尊
重
さ
れ
る
べ
き
取
引
は
ル
ー
ル

を
守
っ
た
フ
ェ
ア
な
も
の
で
な
く
て
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は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
り
、
少
な
く

と
も
正
直
者
が
損
を
す
る
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
す
。

立
法
論
と
し
て
は
と
も
か
く
、
前
記

の
よ
う
に
�
登
記
原
因
及
び
そ
の
日

付
�
を
登
記
事
項
と
す
る
現
在
の
不

動
産
登
記
法
の
も
と
で
は
、
中
間
省

略
登
記
は
、
ル
ー
ル
を
脱
し
た
も
の

で
あ
り
、
日
司
連
と
し
て
容
認
で
き

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

六

背
景

中
間
省
略
登
記
が
従
来
行
わ
れ
て

き
た
多
く
の
場
合
に
、
中
間
者
が
法

定
の
手
数
料
を
越
え
た
転
売
益
を
得

な
が
ら
中
間
取
得
者
と
し
て
の
登
録

免
許
税
な
ど
の
負
担
を
免
れ
よ
う
と

の
背
景
が
あ
り
ま
す
。
と
す
る
と
、

そ
の
原
因
は
手
数
料
の
上
限
制
度
や

登
録
免
許
税
に
あ
る
と
言
う
こ
と
も

で
き
ま
す
。
仮
に
、
中
間
省
略
登
記

が
、
手
数
料
の
上
限
制
度
や
登
録
免

許
税
の
潜
脱
の
た
め
に
取
引
の
安
全

を
犠
牲
に
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

不
動
産
登
記
を
介
し
て
不
動
産
取
引

に
直
接
関
与
し
て
き
た
私
た
ち
司
法

書
士
と
し
て
、
自
ら
が
関
与
す
る
か

否
か
を
問
わ
ず
、
看
過
で
き
な
い

由
々
し
き
問
題
で
あ
り
ま
す
。
具
体

的
に
は
、
私
た
ち
司
法
書
士
が
、
登

記
名
義
人
の
権
利
取
得
原
因
に
つ
い

て
調
査
依
頼
を
受
け
た
場
合
に
、
当

該
登
記
名
義
人
が
中
間
省
略
登
記
に

よ
っ
て
い
た
と
き
に
、
調
査
を
十
全

に
行
う
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
を
想

起
く
だ
さ
い
。

七

最
後
に

以
上
の
よ
う
な
趣
旨
か
ら
日
司
連

は
、
会
員
の
皆
様
に
、
中
間
省
略
登

記
へ
の
日
司
連
と
し
て
の
見
解
を
お

伝
え
す
る
と
と
も
に
、
司
法
書
士
と

し
て
関
与
を
厳
に
避
け
て
い
た
だ
く

よ
う
に
繰
返
し
お
願
い
し
て
き
た
も

の
で
あ
り
ま
す
。
今
一
度
、
上
記
趣

旨
を
ご
賢
察
の
う
え
よ
ろ
し
く
お
取

り
計
ら
い
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。
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information
■開催予告

入場無料

第１２回日司連市民公開シンポジウム
気軽に相談できるって、ホント�

～法テラスと司法書士の役割～
敷居が高く、近寄りがたいと言われてきた法律相談

巧妙になる悪質商法や身近なトラブルに泣き寝入りする市民
このような現状を国家的な施策で打開しようと、

本年秋にスタートする日本司法支援センター～法テラス～
その担い手としての司法書士は、市民の要求を理解しているのか、

そして本当に市民の期待に応えることができるのか
法律の専門家や学者、消費者相談の窓口の方々を交えて、話し合いたいと思います。

■登壇者
＊ご挨拶 日本司法支援センター（法テラス）理事長予定者 金平輝子氏
＊パネルディスカッション
・コーディネーター 元読売新聞東京本社論説副委員長 久保潔氏（日司連理事）
・パネリスト 法務省大臣官房参事官（総合調整担当） 大塲亮太郎氏

�法律扶助協会専務理事 藤井範弘氏
日本弁護士連合会日本司法支援センター推進本部委員 亀井時子氏
�全国消費生活相談員協会理事長 下谷内冨士子氏
早稲田大学大学院法務研究科教授 和田仁孝氏
愛知県司法書士会副会長・社会事業部長 和田博恭氏

■スケジュール
＊日 時：平成１８年３月１１日（土）１４：００ 開会（１３：３０ 開場・受付開始）

１７：００ 閉会
＊会 場：司法書士会館 地下１階�日司連ホール�（東京都新宿区本塩町９－３）

（ＪＲ四ッ谷駅下車四ッ谷口徒歩５分）

■申込方法（参加無料）
参加ご希望の方は、住所・氏名・電話番号・ご職業を明記の上、官製ハガキまたは
ＦＡＸまたは日本司法書士会連合会ホームページからお申込み下さい（申込締切：平
成１８年３月６日（月）必着）。定員２００名になり次第に締め切らせていただき、招待状
は３月に発送致します。
＊官製ハガキ：〒１０５－０００４ 東京都港区新橋５－１１－３ 新橋住友ビル７Ｆ

ＮＴＴメディアスコープ�日司連シンポジウム�係
＊Ｆ Ａ Ｘ：０３－３４３８－８５０５
＊日司連ＨＰ：http://www.shiho-shoshi.or.jp/

■主 催 日本司法書士会連合会

■後 援 法務省・�法律扶助協会・日本弁護士連合会・全国消費者団体連絡会

■お問い合わせ 日本司法書士会連合会 ０３－３３５９－４１７１（広報課）

＊内容・登壇者等は都合により一部変更となる場合がありますので、予めご了承下さい。
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平
成
一
七
年
一
一
月
一
二
日

（
土
）・
一
三
日
（
日
）
に
、
岩
手
県

花
巻
市
に
お
い
て
、
全
国
ク
レ
ジ
ッ

ト
・
サ
ラ
金
問
題
対
策
協
議
会
、
全

国
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
サ
ラ
金
被
害
者
連

絡
協
議
会
、
第
二
五
回
集
会
現
地
実

行
委
員
会
主
催
で
、�
第
二
五
回
ク

レ
・
サ
ラ
・
商
工
ロ
ー
ン
・
ヤ
ミ
金

被
害
者
交
流
集
会
！
in
岩
手
�
が
開

催
さ
れ
た
。
参
加
者
は
、
全
国
か
ら

九
〇
〇
名
を
超
え
た
。
以
下
、
被
害

者
交
流
集
会
の
模
様
を
報
告
す
る
。

記
念
講
演

第第
一一
日日
にに
、、
まま
ずず
、、
経経
済済
ジジ
ャャ
ーー

ナナ
リリ
スス
トト
のの
須須
田田
慎慎
一一
郎郎
氏氏
よよ
りり
、、

��
なな
ぜぜ
銀銀
行行
はは
ササ
ララ
金金
とと
のの
融融
合合
をを

進進
めめ
るる
のの
かか
��
急急
接接
近近
すす
るる
メメ
ガガ
ババ

ンン
クク
とと
大大
手手
ササ
ララ
金金
��
をを
テテ
ーー
ママ
とと

しし
てて
、、
記記
念念
講講
演演
がが
なな
ささ
れれ
たた
。。

近近
年年
、、
メメ
ガガ
ババ
ンン
クク
とと
大大
手手
ササ
ララ

金金
とと
のの
提提
携携
がが
報報
道道
ささ
れれ
るる
ここ
とと
がが

多多
いい
がが
、、
須須
田田
氏氏
にに
よよ
るる
とと
、、
平平
成成

一一
七七
年年
四四
月月
一一
日日
のの
ペペ
イイ
オオ
フフ
解解
禁禁

以以
降降
、、
今
ま
で
以
上
に
メ
ガ
バ
ン
ク

は
収
益
性
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
と
い
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
、

多
く
の
メ
ガ
バ
ン
ク
は
コ
ン
シ
ュ
ー

マ
ー
・
ビ
ジ
ネ
ス
も
し
く
は
コ
ン
シ

ュ
ー
マ
ー
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
を
柱
に

収
益
性
を
あ
げ
て
い
こ
う
と
い
う
企

業
戦
略
を
た
て
て
い
る
と
の
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
、
メ
ガ
バ
ン
ク
は
、

メ
ガ
バ
ン
グ
と
サ
ラ
金
と
の
連
携
に

よ
っ
て
、
新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル

を
模
索
し
て
い
る
ら
し
い
。
例
え
ば
、

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
と
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
の
一
体
化
が
あ
げ
ら
れ
る
。

ま
た
、
二
〇
代
前
半
か
ら
三
〇
代

前
半
の
顧
客
が
メ
ガ
バ
ン
ク
の
収
益

性
増
加
の
た
め
の
対
象
に
考
え
ら
れ

る
こ
と
が
多
い
と
い
う
。
そ
の
よ
う

な
若
年
層
の
顧
客
の
利
用
増
加
の
た

め
に
、
近
時
、
お
サ
イ
フ
ケ
ー
タ
イ

等
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
Ｉ
Ｔ
化
が
目
覚

し
い
。

同
様
に
電
車
に
乗
る
た
め
の
ス
イ

カ
等
も
利
便
性
が
向
上
し
て
い
る
一

方
、
実
際
に
現
金
を
扱
わ
な
い
た
め

に
安
易
な
利
用
が
さ
れ
が
ち
で
あ
る

と
い
う
弊
害
が
あ
る
と
い
う
。
こ
れ

ら
Ｉ
Ｔ
商
品
は
、
チ
ャ
ー
ジ
を
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
か
ら
の
キ
ャ
ッ
シ
ン

グ
に
よ
っ
て
行
な
う
こ
と
が
で
き
る

場
合
も
あ
り
、
自
分
が
知
ら
な
い
間

に
借
金
を
し
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な

り
か
ね
な
い
。

こ
れ
ら
Ｉ
Ｔ
商
品
は
、
主
に
若
年

層
が
対
象
と
さ
れ
て
お
り
、
今
後
新

た
な
層
の
多
重
債
務
者
を
生
み
出
す

の
で
は
な
い
か
と
懸
念
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
も
あ
る
と
い
う
。

須
田
氏
は
、
こ
れ
か
ら
は
サ
ラ
金

以
外
か
ら
の
借
入
れ
が
原
因
で
多
重

債
務
者
が
増
加
す
る
の
で
は
な
い
か

と
も
指
摘
す
る
。
例
え
ば
、
あ
る
メ

ガ
バ
ン
ク
の
店
頭
に
設
置
さ
れ
て
い

る
無
人
契
約
機
で
は
、
メ
ガ
バ
ン
ク

か
ら
の
融
資
、
メ
ガ
バ
ン
ク
子
会
社

か
ら
の
融
資
、
メ
ガ
バ
ン
ク
と
提
携

し
て
い
る
サ
ラ
金
か
ら
の
融
資
が

2005.11.12~13
花巻温泉
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各
々
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
メ
ガ
バ
ン
ク
か
ら
の
融

資
が
で
き
な
い
と
き
で
あ
っ
て
も
、

メ
ガ
バ
ン
ク
子
会
社
ま
た
は
サ
ラ
金

か
ら
融
資
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、

利
用
客
に
し
て
み
る
と
メ
ガ
バ
ン
ク

か
ら
キ
ャ
ッ
シ
ン
グ
を
す
る
つ
も
り

で
あ
っ
て
も
、
い
つ
の
間
に
か
利
息

の
高
い
サ
ラ
金
か
ら
借
入
れ
を
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
も
生
じ
う
る
形
態

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
メ
ガ
バ
ン

ク
と
サ
ラ
金
の
融
合
と
い
う
よ
り
も
、

も
は
や
一
体
化
で
あ
る
と
須
田
氏
は

指
摘
す
る
。

須
田
氏
は
最
後
に
、
ス
ー
パ
ー
Ｉ

Ｃ
カ
ー
ド
、
お
サ
イ
フ
ケ
ー
タ
イ
、

エ
デ
ィ
な
ど
の
電
子
マ
ネ
ー
の
普
及

に
よ
っ
て
、
い
つ
の
ま
に
か
借
金
を

し
て
し
ま
っ
た
り
、
メ
ガ
バ
ン
ク
か

ら
借
入
れ
を
す
る
つ
も
り
が
い
つ
の

ま
に
か
サ
ラ
金
か
ら
借
金
を
し
て
し

ま
っ
た
り
す
る
こ
と
が
、
今
後
予
想

さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
利
用
者
は
利

便
性
の
裏
側
に
つ
い
て
の
情
報
も
常

に
キ
ャ
ッ
チ
し
、
物
事
を
見
抜
く
力

を
養
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
講
義
さ
れ
た
。

多
重
債
務
者
に
よ
る

被
害
体
験
の
報
告

須
田
氏
の
記
念
講
演
の
後
に
、
多

重
債
務
者
の
被
害
体
験
の
報
告
が
二

件
な
さ
れ
た
。

最
初
の
報
告
は
、
特
定
調
停
の
運

用
に
関
す
る
報
告
で
あ
り
、
サ
ラ
金

に
対
し
取
引
履
歴
の
全
開
示
を
求
め

て
ほ
し
い
等
と
の
要
望
が
主
張
さ
れ

た
。ま

た
、
次
の
報
告
は
、
親
族
の
援

助
で
何
回
も
借
金
の
整
理
を
し
て
き

た
が
、
つ
い
に
ヤ
ミ
金
に
手
を
出
し

て
し
ま
い
、
被
害
者
の
会
の
協
力
で

立
ち
直
る
こ
と
が
で
き
た
と
の
報
告

が
な
さ
れ
た
。

一
七
の
分
科
会

そ
の
後
、
次
の
と
お
り
一
七
の
分

科
会
に
お
い
て
議
論
が
な
さ
れ
た
。

�
第
一
分
科
会

高
金
利
引
下
運

動
�、�
第
二
分
科
会

日
掛
け
金
融

対
策
�、�
第
三
分
科
会

サ
ラ
金
広

告
�、�
第
四
分
科
会

ア
イ
フ
ル
被

害
対
策
�、�
第
五
分
科
会

ク
レ
ジ

ッ
ト
・
サ
ラ
金
被
害
者
交
流
Ａ
�、

�
第
六
分
科
会

ク
レ
ジ
ッ
ト
・
サ

ラ
金
被
害
者
交
流
Ｂ
�、�
第
七
分
科

会

商
工
ロ
ー
ン
被
害
者
交
流
�、

�
第
八
分
科
会

ク
レ
・
サ
ラ
相
談

員
交
流
�、�
第
九
分
科
会

商
工
ロ

ー
ン
対
策
�、�
第
一
〇
分
科
会

特

定
調
停
�、�
第
一
一
分
科
会

ヤ
ミ

金
融
・
振
り
込
め
詐
欺
対
策
�、�
第

一
二
分
科
会

過
払
い
金
返
還
請

求
�、�
第
一
三
分
科
会

ク
レ
ジ
ッ

ト
問
題
�、�
第
一
四
分
科
会

行
政

の
多
重
債
務
者
対
策
�、�
第
一
五
分

科
会

東
北
悪
質
金
融
業
者
対
策
�、

�
第
一
六
分
科
会

任
意
整
理
�、

�
第
一
七
分
科
会

年
金
担
保
�

以
上
の
分
科
会
の
う
ち
、
第
一
三

分
科
会

ク
レ
ジ
ッ
ト
問
題
に
つ
い

て
報
告
す
る
。

第
一
三
分
科
会

�
ク
レ
ジ
ッ
ト
問
題
�

松
尾
善
紀
弁
護
士
よ
り
、
ク
レ
ジ

ッ
ト
問
題
に
つ
い
て
の
初
心
者
向
け

講
義
が
な
さ
れ
た
。

ク
レ
ジ
ッ
ト
問
題
と
は
、
ク
レ
ジ

ッ
ト
会
社
の
過
剰
与
信
に
よ
っ
て
、

利
用
者
の
経
済
生
活
の
破
綻
を
誘
引

し
、
サ
ラ
金
の
利
用
と
相
俟
っ
て
、

多
重
債
務
者
を
生
み
出
す
大
き
な
要

因
と
な
る
一
方
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社

の
杜
撰
な
加
盟
店
管
理
に
よ
っ
て
悪

質
加
盟
店
に
よ
る
悪
質
商
法
を
は
び

こ
ら
せ
、
そ
の
悪
質
商
法
を
助
長
し
、

悪
質
商
法
被
害
の
拡
大
の
最
大
の
要

因
と
な
る
と
い
う
。
ク
レ
ジ
ッ
ト
契

約
に
関
し
て
、
消
費
者
契
約
法
、
割

賦
販
売
法
、
特
定
商
取
引
法
等
を
活

用
し
、
消
費
者
の
権
利
救
済
を
図
っ

て
い
く
べ
き
だ
と
の
講
義
が
な
さ
れ
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た
。次

に
、
小
野
寺
友
宏
弁
護
士
よ
り
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
の
信
用
情
報
機
関

の
実
態
調
査
に
つ
い
て
報
告
が
な
さ

れ
た
。

ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
は
、
信
用
情
報

機
関
の
信
用
情
報
を
も
と
に
与
信
を

行
な
う
こ
と
が
一
般
で
あ
る
た
め
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
問
題
に
取
り
組
む
専
門

家
は
信
用
情
報
機
関
の
実
態
に
つ
い

て
も
情
報
を
得
て
お
く
こ
と
が
有
用

で
あ
る
と
い
う
。
い
わ
ゆ
る
ブ
ラ
ッ

ク
リ
ス
ト
と
い
わ
れ
る
事
故
情
報
の

取
り
扱
い
に
つ
き
、
実
態
の
報
告
が

な
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
池
本
誠
司
弁
護
士
よ
り
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
被
害
に
関
す
る
裁
判
事

例
の
報
告
が
な
さ
れ
た
。
一
〇
六
件

三
二
〇
〇
万
円
に
お
よ
ぶ
次
々
販
売

に
関
し
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
に
対
し

て
債
務
不
存
在
を
主
張
し
た
事
例
で

あ
っ
た
。
こ
の
事
例
で
は
、
一
〇
六

件
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
信
用
情
報
機
関
に
登
録
さ
れ

て
い
た
件
数
は
四
件
の
み
で
あ
っ
た

と
の
こ
と
で
あ
る
。

最
後
に
、
木
村
達
也
弁
護
士
よ
り
、

悪
質
な
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
に
関
す
る

販
売
店
及
び
与
信
を
行
な
っ
た
ク
レ

ジ
ッ
ト
会
社
に
対
し
既
払
い
金
の
返

還
を
求
め
た
裁
判
事
例
の
報
告
が
な

さ
れ
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

第
二
日
は
、�
全
国
ク
レ
・
サ
ラ

被
害
者
交
流
集
会
二
五
回
の
歩
み
�

を
テ
ー
マ
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
催
さ

れ
た
。
パ
ネ
リ
ス
ト
を
被
連
協
副
会

長
（
大
阪
い
ち
ょ
う
の
会
）
の
田
中

祥
晃
氏
、
被
連
協
副
会
長
（
み
や
ぎ

青
葉
の
会
）
の
豊
岡
あ
さ
子
氏
、
全

国
ク
レ
・
サ
ラ
対
協
事
務
局
次
長
の

伊
澤
正
之
氏
、
全
国
青
年
司
法
書
士

協
議
会
会
長
の
小
澤
吉
徳
氏
が
勤
め
、

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
岩
手
弁
護
士

会
の
石
橋
乙
秀
氏
、
同
会
の
石
川
哲

氏
が
勤
め
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
被
害
者
の
会

の
活
動
報
告
を
は
じ
め
、
被
害
者
の

会
と
弁
護
士
・
司
法
書
士
と
の
か
か

わ
り
方
つ
い
て
の
報
告
及
び
協
議
が

な
さ
れ
た
。

弁
護
士
・
司
法
書
士
が
い
か
に
多

重
債
務
問
題
に
取
り
組
ん
だ
と
し
て

も
、
ケ
ア
し
き
れ
な
い
部
分
が
あ
り
、

そ
こ
に
被
害
者
の
会
の
必
要
性
が
あ

る
と
述
べ
ら
れ
た
。

ま
た
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
中
で
、

宇
都
宮
健
児
弁
護
士
よ
り
、
出
資
法

改
正
に
向
け
て
、
上
限
金
利
の
引
き

下
げ
を
求
め
て
い
く
こ
と
の
重
要
性

が
述
べ
ら
れ
た
。

さ
ら
に
、
韓
国
民
主
労
働
党
局
長

林
東
�
氏
よ
り
、
高
金
利
に
よ
り
多

重
債
務
問
題
が
激
増
し
た
韓
国
の
実

情
が
報
告
さ
れ
た
。

最
後
に
、
集
会
決
議
と
し
て
、
平

成
一
九
年
一
月
の
出
資
法
上
限
金
利

見
直
し
に
あ
た
っ
て
、
上
限
金
利
の

引
き
下
げ
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
を
決

議
し
た
。

な
お
、
全
国
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
サ
ラ

金
問
題
対
策
協
議
会
を
は
じ
め
参
加

者
は
、
上
限
金
利
引
き
下
げ
の
た
め

に
、�
高
金
利
引
き
下
げ
一
〇
〇
万

人
署
名
運
動
�
を
継
続
的
に
行
な
っ

て
い
く
こ
と
を
確
認
し
た
。

（
月
報
発
行
委
員
会

赤
松

茂
）
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今
回
で
二
〇
回
目
と
な
る
日
司
連

中
央
研
修
会
。
筆
者
は
、
こ
の
研
修

会
を
ス
ト
リ
ー
ミ
ン
グ
会
場
で
あ
る

大
阪
会
場
（
場
所
�
大
阪
司
法
書
士

会
館
）
に
て
受
講
し
た
。
各
司
法
書

士
会
の
会
場
に
お
い
て
も
、
東
京
会

場
（
場
所
�
日
司
連
ホ
ー
ル
）
で
実

施
さ
れ
る
研
修
会
を
、
ス
ト
リ
ー
ミ

ン
グ
に
て
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
受
講
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
今
ま
で
遠
方
で

の
開
催
で
あ
る
が
故
に
参
加
で
き
ず

に
い
た
会
員
も
、
研
修
参
加
の
機
会

が
増
す
。
こ
の
ス
ト
リ
ー
ミ
ン
グ
を

利
用
し
た
日
司
連
主
催
の
研
修
会
は
、

既
に
何
度
か
開
催
さ
れ
て
い
る
が
、

今
回
の
中
央
研
修
会
は
ス
ト
リ
ー
ミ

ン
グ
の
調
子
が
悪
く
、
午
前
中
、
音

声
を
聞
き
取
り
に
く
い
状
況
が
続
い

た
。
ス
ト
リ
ー
ミ
ン
グ
会
場
に
て
受

講
し
た
会
員
は
、
集
中
し
て
受
講
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

今
後
、
更
な
る
対
応
の
改
善
が
望
ま

れ
る
。

第
二
〇
回
日
司
連
中
央
研
修
会
は
、

平
成
一
七
年
一
一
月
一
九
日
（
土
）、

日
司
連
ホ
ー
ル
に
て
開
催
さ
れ
た
。

平
成
一
七
年
三
月
に
新
不
動
産
登

記
法
が
施
行
さ
れ
、
オ
ン
ラ
イ
ン
登

記
申
請
が
可
能
に
な
っ
た
が
、
当
初
、

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
の
指
定
を
受
け
た

法
務
局
は
埼
玉
県
上
尾
出
張
所
一
庁

の
み
だ
っ
た
。
必
然
的
に
司
法
書
士

業
界
に
お
い
て
論
点
と
し
て
議
論
さ

れ
る
内
容
は
、
登
記
原
因
証
明
情
報

や
本
人
確
認
等
に
関
す
る
こ
と
が
多

く
な
り
、
登
記
識
別
情
報
に
つ
い
て

論
点
と
さ
れ
る
こ
と
が
比
較
的
少
な

い
状
況
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

同
年
一
一
月
二
八
日
に
は
、
全
国

で
四
一
庁
が
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
の
指

定
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
本
格
的

に
オ
ン
ラ
イ
ン
指
定
庁
に
お
け
る
不

動
産
登
記
申
請
が
実
施
さ
れ
る
。
不

動
産
登
記
の
専
門
家
で
あ
る
司
法
書

士
こ
そ
、
登
記
識
別
情
報
の
取
り
扱

い
に
関
す
る
認
識
を
深
め
、
高
い
職

業
倫
理
に
裏
付
け
ら
れ
た
執
務
姿
勢

が
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識

か
ら
、
こ
の
研
修
会
が
企
画
さ
れ
て

い
る
。

第
一
講
は
、�
情
報
革
新
時
代
の

不
動
産
取
引
実
務
〈
附
則
六
条
指
定

後
に
広
が
る
世
界
〉�
と
題
し
、
早

稲
田
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
の
山

野
目
章
夫
教
授
が
基
調
講
演
を
さ
れ

た
。
山
野
目
教
授
の
基
調
講
演
は
、

�
附
則
六
条
指
定
が
な
さ
れ
た
場
合
、

ど
の
よ
う
な
点
が
異
な
っ
て
く
る
の

か
�
と
い
う
問
題
提
起
か
ら
始
ま
っ

た
。
山
野
目
教
授
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン

指
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
異
な
っ
て

く
る
も
の
と
し
て
、
二
つ
の
こ
と
を

挙
げ
た
。
①
登
記
識
別
情
報
、
②
電

子
申
請
、
以
上
の
二
つ
だ
。
②
の
電

子
申
請
に
つ
い
て
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン

指
定
後
も
紙
に
よ
る
申
請
が
可
能
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
選
択
の
余
地
が
あ

る
論
点
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
①
の

登
記
識
別
情
報
に
つ
い
て
、
司
法
書

士
と
し
て
は
避
け
て
通
る
こ
と
が
で

き
な
い
論
点
だ
と
述
べ
ら
れ
た
。
登

記
識
別
情
報
は
、�
情
報
�
で
あ
り
、

第２０回日司連中央研修会

2005.11.19 日司連ホール
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司
法
書
士
は
今
後
、
こ
の
新
し
く
接

す
る
�
情
報
�
と
う
ま
く
付
き
合
い

な
が
ら
不
動
産
取
引
を
す
す
め
て
い

く
必
要
が
あ
る
。山
野
目
教
授
は�
情

報
�
に
焦
点
を
当
て
た
上
で
、
①
情

報
を
守
る
②
情
報
を
操
る

と
い
う

二
つ
の
視
点
か
ら
講
演
を
す
す
め
て

い
っ
た
。

司
法
書
士
は
、
登
記
識
別
情
報
と

い
う
情
報
を
な
ぜ
守
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
か
。
山
野
目
教
授
は
、
�

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
、
�
不
動
産
登
記
法
第
一
五

一
条
、
一
五
九
条
、
�
司
法
書
士
法

第
二
四
条
、
第
七
六
条
を
そ
の
根
拠

と
な
り
う
る
も
の
と
し
て
挙
げ
た
上

で
、
こ
れ
ら
全
て
は
、
い
ず
れ
も
明

確
に
司
法
書
士
が
登
記
識
別
情
報
を

守
る
義
務
が
あ
る
こ
と
を
規
定
し
て

い
な
い
と
指
摘
す
る
。
司
法
書
士
業

務
に
お
い
て
、
登
記
識
別
情
報
を
守

る
こ
と
を
論
点
と
し
た
場
合
に
圧
倒

的
に
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
は
、
個
々

の
司
法
書
士
が
故
意
で
は
な
く
過
失

に
よ
り
情
報
を
流
出
し
た
ケ
ー
ス
だ

と
い
う
。
�
で
は
、
故
意
に
流
出
し

た
場
合
の
み
を
問
題
と
し
て
い
る
た

め
、
職
能
団
体
と
し
て
は
今
後
、
過

失
に
よ
り
情
報
を
流
出
し
た
場
合
も

会
員
を
規
律
で
き
る
よ
う
、
職
能
法

を
基
盤
と
し
て
情
報
の
安
全
確
保
を

要
請
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
述
べ

ら
れ
た
。

最
後
に
山
野
目
教
授
は
、
司
法
書

士
界
は
産
業
構
造
に
変
化
を
も
た
ら

す
必
要
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
た
。
登

記
識
別
情
報
と
い
う
�
情
報
�
を
受

領
す
る
補
助
者
の
位
置
づ
け
を
し
っ

か
り
と
す
る
こ
と
、
情
報
を
守
る
必

要
か
ら
一
事
務
所
に
一
台
は
シ
ュ
レ

ッ
ダ
ー
の
設
置
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、

そ
し
て
、
情
報
が
他
に
漏
れ
る
こ
と

が
な
い
よ
う
事
務
所
の
配
置
の
工
夫

が
早
急
に
必
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調

さ
れ
た
。

司
法
書
士
が
国
民
の
信
頼
に
応
え

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
司
法
書
士

一
人
ひ
と
り
が
情
報
管
理
に
つ
い
て

最
善
の
対
応
を
心
が
け
る
必
要
が
あ

る
と
感
じ
た
。

第
二
講
は
、�
オ
ン
ラ
イ
ン
指
定

庁
に
お
け
る
実
務
の
現
状
と
問
題

点
�
と
題
し
た
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
た
。
コ
ー
デ
ィ
ネ

ー
タ
ー
は
基
調
講
演
を
さ
れ
た
山
野

目
教
授
が
務
め
ら
れ
、
パ
ネ
ラ
ー
と

し
て
、
日
司
連
不
動
産
登
記
ワ
ー
キ

ン
グ
チ
ー
ム
西
澤
英
之
部
委
員
、
千

葉
司
法
書
士
会
登
玉
芳
雄
副
会
長
、

埼
玉
司
法
書
士
会
早
川
敏
夫
会
長
、

日
司
連
細
田
長
司
副
会
長
が
登
壇
し
、

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
進
め
ら
れ
た
。

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、

登
記
識
別
情
報
の
通
知
の
要
否
、
通

知
受
領
後
の
管
理
を
ど
の
よ
う
に
す

る
か
、
立
会
は
ど
の
よ
う
に
実
施
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
か
等
、
現
場
に

お
い
て
す
ぐ
に
問
題
と
な
る
論
点
を

中
心
に
議
論
さ
れ
た
。

第
二
講
の
最
後
に
、�
附
則
六
条

指
定
後
に
不
動
産
登
記
の
登
記
申
請

を
行
う
場
合
、
電
子
申
請
と
書
面
申

請
の
ど
ち
ら
を
選
び
ま
す
か
（
電
子

署
名
等
の
イ
ン
フ
ラ
も
整
備
さ
れ
て

い
る
状
態
で
あ
っ
た
と
仮
定
す

る
）�
と
の
質
問
を
会
場
（
東
京
会

場
の
み
）
に
問
い
か
け
た
と
こ
ろ
、

電
子
申
請
を
選
択
す
る
と
答
え
た
も

の
が
二
五
名
、
書
面
申
請
を
選
択
す

る
と
答
え
た
も
の
が
三
〇
名
、
ど
ち

ら
と
も
い
え
な
い
と
答
え
た
も
の
が

九
名
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
。
こ
の

結
果
の
講
評
を
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
司
法
書
士
と
し
て
は
、
依
頼

者
か
ら
電
子
申
請
に
よ
る
こ
と
を
希

望
さ
れ
た
場
合
、
い
つ
で
も
電
子
申

請
に
対
応
で
き
る
環
境
を
整
え
て
お

く
こ
と
が
、
最
低
限
必
要
だ
と
い
え

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
月
報
発
行
委
員
会

吉
井

朋
子
）
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はは
じじ
めめ
にに

本
年
度
司
法
書
士
中
央
研
修
所
の

副
所
長
に
就
任
い
た
し
ま
し
た
長
谷

川
清
で
す
。
研
修
所
に
お
き
ま
し
て

は
�
研
修
制
度
研
究
部
�
及
び
�
研

修
情
報
室
�
を
担
当
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
研
修
制
度
は

司
法
書
士
制
度
発
展
の
原
動
力
で
あ

り
、
今
後
も
最
大
の
牽
引
力
で
あ
り

続
け
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

現
行
新
人
研
修
は
、
中
央
、
ブ
ロ

ッ
ク
、
司
法
書
士
会
に
お
い
て
、
理

論
か
ら
実
務
ま
で
そ
し
て
配
属
修
習

に
よ
る
実
務
訓
練
を
ふ
く
め
た
�
二

ヵ
月
研
修
�
シ
ス
テ
ム
の
元
で
実
績

を
積
み
重
ね
て
き
て
い
ま
す
。
特
に

近
年
の
実
務
経
験
を
持
た
な
い
試
験

合
格
者
の
増
加
に
伴
い
、
配
属
修
習

に
よ
る
実
務
訓
練
の
重
要
性
が
指
摘

さ
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
配
属
先
事

務
所
確
保
や
指
導
員
の
資
質
確
保
さ

ら
に
は
修
習
生
の
生
活
保
障
な
ど
の

問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
ま
す
。

会
員
研
修
に
お
い
て
は
、
①
単
位

制
研
修
制
度

②
年
次
制
研
修
制
度

が
実
施
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ら

の
制
度
は
、
全
会
員
が
毎
年
一
二
単

位
（
五
年
間
で
六
〇
単
位
）
の
研
修

単
位
取
得
を
義
務
と
し
、
五
年
ご
と

に
（
初
回
だ
け
は
三
年
）
区
切
り
と

し
て
の
年
次
研
修
を
履
修
し
、
そ
の

後
新
た
な
五
年
間
に
進
む
こ
と
に
よ

り
制
度
全
体
の
資
質
を
継
続
的
に
向

上
維
持
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

ま
す
。
会
員
研
修
に
関
し
て
は
、
研

修
の
義
務
化
（
年
次
制
研
修
は
義
務

と
な
っ
て
い
ま
す
）
へ
の
移
行
と
、

会
員
の
研
修
機
会
の
確
保
が
大
き
な

課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

当
部
に
お
い
て
は
、
研
修
制
度
の

在
り
方
を
検
討
し
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
に
は
、
一
つ
に
は
研
修
制
度
全
体

の
在
り
方
に
関
す
る
事
項
と
、
二
つ

に
は
研
修
の
手
法
に
関
す
る
事
項
と

が
あ
り
ま
す
。

長谷川 清
副所長

新時代の研修制度を目指して
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新新
人人
研研
修修
にに
つつ
いい
てて

新
人
研
修
に
関
す
る
今
後
の
課
題

と
し
て
は
、
現
行
の
二
ヵ
月
研
修
を

六
ヵ
月
研
修
に
引
き
上
げ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
過
去
、
先
達
が
熱
意
と

創
意
工
夫
と
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た

二
ヵ
月
研
修
が
軌
道
に
乗
っ
た
今
、

新
時
代
の
研
修
制
度
と
し
て
新
人
六

ヵ
月
研
修
を
具
体
的
目
標
と
し
て
検

討
す
べ
き
時
期
に
来
て
い
ま
す
。
こ

の
関
係
で
は
、
特
別
研
修
と
の
関
係

が
一
つ
の
課
題
と
な
り
ま
す
。
法
改

正
を
要
し
ま
す
が
、
将
来
可
能
な
限

り
早
い
時
期
に
、
特
別
研
修
を
新
人

研
修
に
取
り
入
れ
、
か
つ
新
人
研
修

を
登
録
要
件
化
し
、
認
定
司
法
書
士

と
い
う
資
格
内
資
格
を
一
刻
も
早
く

解
消
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
研
修
制
度

研
究
部
に
お
い
て
は
、
新
人
六
ヵ
月

研
修
の
な
か
に
、
特
別
研
修
を
日
程

的
に
取
り
込
み
、
特
別
研
修
の
新
人

研
修
へ
の
�
緩
や
か
な
融
合
�
を
は

か
る
方
向
で
の
検
討
に
着
手
し
て
い

ま
す
。
さ
ら
に
、
六
ヵ
月
と
い
う
長

期
に
亘
る
新
人
研
修
に
お
い
て
は
、

受
講
生
（
研
修
生
）
の
経
済
的
支
援

措
置
を
含
む
生
活
保
障
等
も
検
討
課

題
と
な
っ
て
き
ま
す
。

会会
員員
研研
修修
にに
つつ
いい
てて

会
員
研
修
に
つ
い
て
の
当
部
に
お

け
る
検
討
課
題
は
、
第
一
に
は
研
修

の
義
務
化
へ
の
移
行
の
問
題
で
あ
り
、

さ
ら
に
は
五
年
ご
と
の
資
格
の
更
新

制
の
問
題
で
あ
り
ま
す
。
資
格
更
新

制
は
、
昨
今
、
建
築
士
の
法
違
反
問

題
と
の
関
係
で
導
入
が
議
論
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
会
員
の
資
質
の
継
続
的

維
持
を
実
質
的
に
担
保
す
る
方
法
と

し
て
、
重
要
な
検
討
課
題
で
あ
ろ
う

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

第
二
に
研
修
の
機
会
確
保
の
関
係

で
は
、
い
わ
ゆ
る
研
修
手
法
に
つ
い

て
も
論
議
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
い
わ
ゆ
る
、
集
合
研
修
（
生
の

聴
講
、
ビ
デ
オ
・
Ｄ
Ｖ
Ｄ
利
用
）
や

個
人
研
修
の
在
り
方
、
さ
ら
に
は
研

修
教
材
の
作
成
、提
供
の
在
り
方（
媒

体
、
ス
ト
リ
ー
ミ
ン
グ
な
ど
の
方

式
）
な
ど
近
時
の
Ｉ
Ｔ
技
術
活
用
に

よ
る
利
便
性
と
経
済
性
を
踏
ま
え
て

の
議
論
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。
当
部

で
は
、
現
在
運
用
の
Ｗ
ｅ
ｂ
版
研
修

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム（h

ttp
://w
w
w
.h
ib
-

in
o
.co
m
/n
issh
iren

_
cu
rricu

-

lu
m
/

）
に
、
中
央
、
ブ
ロ
ッ
ク
、

司
法
書
士
会
等
で
実
施
さ
れ
た
有
益

な
研
修
の
ビ
デ
オ
映
像
と
研
修
資
料

を
提
供
し
、
会
員
が
い
つ
で
も
自
己

の
研
修
に
活
用
で
き
る
シ
ス
テ
ム
構

築
を
検
討
し
て
い
ま
す
。

特
に
、
専
門
性
の
分
化
に
対
応
し

た
専
門
家
を
養
成
す
る
必
要
性
か
ら
、

本
年
度
�
専
門
分
野
修
得
プ
ロ
グ
ラ

ム
（
債
務
整
理
事
件
編
）�（
Ｄ
Ｖ
Ｄ

四
巻
及
び
教
材
等
）
を
各
司
法
書
士

会
へ
提
供
す
る
こ
と
を
準
備
を
し
て

お
り
ま
す
。
各
司
法
書
士
会
に
お
か

れ
ま
し
て
は
、
平
成
一
八
年
度
の
研

修
事
業
の
中
で
、
本
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

よ
る
研
修
を
是
非
と
も
実
施
い
た
だ

き
た
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

おお
わわ
りり
にに

研
修
制
度
研
究
部
は
、
新
時
代
の

研
修
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
今

後
も
研
修
制
度
が
制
度
発
展
の
前
衛

と
し
て
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
認
識
の
基
に
、
時
代
の
要
請
と

全
国
研
修
担
当
者
か
ら
の
フ
ィ
ー
ド

バ
ッ
ク
、
並
び
に
全
国
会
員
の
制
度

発
展
の
願
い
と
研
修
所
所
員
の
熱
い

思
い
を
傾
け
、
研
究
、
検
討
し
て
参

り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

新
人
研
修
部
、
会
員
研
修
部
に
比

し
て
地
味
な
部
署
で
は
あ
り
ま
す
が
、

研
修
に
対
す
る
思
い
に
あ
ふ
れ
た
所

員
が
頑
張
っ
て
お
り
ま
す
。
所
員

共
々
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

�ビバ！エストゥード�とは、ポルトガル語で�勉強万歳！�の意味です。
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成成年年後後見見制制度度ににおおけけるる適適正正なな後後見見報報酬酬のの確確立立をを目目指指ししてて��
～～公公益益信信託託 成成年年後後見見助助成成基基金金のの運運営営状状況況～～

社団法人 成年後見センター・リーガルサポート

総務担当常任理事 杉山 春雄

先頃公表された総務省の�平成１７年度公益法人に関する年次報告�では、（社）成年後見セン
ター・リーガルサポートが委託し、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社が受託・運営する�公益信託
成年後見助成基金�（以下�助成基金�という）を、高齢化時代を先取りした公益信託の先進的
活用事例として紹介している。経済的理由により成年後見制度を利用できない人の権利の擁護と
福祉の増進に寄与するため、後見人等となる者に報酬の一定額を財政的に支援する助成基金の取
組みが高く評価されたものといえよう。
平成１３年１２月に法務省の設定許可を受け、家庭裁判所を含む関係各界の期待を受けてスタート

した助成基金は、運営開始後４年（会計年度は毎年１０月１日～９月３０日）を経過した。この間、
リーガルサポートでは、助成基金の安定運営と信託財産拡充のため、助成基金の募集や申請受付
等の事務作業に協力し、助成基金に対する寄付の呼びかけを行ってきたが、その適正かつ円滑な
運営により、信託財産は年々増加し、それが更に支援対象の拡大につながるという、事業運営上
の好循環を形成している状況は非常に喜ばしい。
具体的には、平成１７年度の給付申請２１件中、取下げ２件を除いた１９件（１６名）に対し、総額

２，１９５，０００円の助成金を支給する一方、平成１７年９月３０日現在における助成基金の信託財産は
８７，０３６，２００円に達した（当初基本財産は２５，１４７，３６５円）。これは、関係各位の地道な努力により
成年後見制度の利用にあたって障害となりやすい費用の問題を扱う助成制度に対する理解が進み、
これに共感して財産を遺贈等により寄付する人が増え、更に日司連や司法書士等からの寄付金が
追加信託されたことによるものである。
成年後見は裕福な人だけの制度ではないが、実際には成年後見制度の利用に関する費用が払え

ずこの制度を利用できない人が数多く存在する。そうした現実を目のあたりにするとき、一定額
の後見報酬を確保・補完する助成制度が用意されていることの意味は大きい。今後は、助成基金
の安定的運営のための資金確保の要請に応えつつ、資力の乏しい方の後見人等になった場合の適
正な後見報酬の確保に向け、助成金の給付対象範囲の拡大と給付金の増額等に向けた検討作業が
進んでいくはずである。
なお、助成基金運営委員会では、次のとおり�第６回募集要項�を定め、平成１８年４月１日か

ら同月２８日までの間、助成基金の給付申請を受け付けることを決定した。前年度から１事件に対
する給付額を月額最高２万円まで増額し、給付期間も最長５年まで延長しているので、応募要件
を満たす後見等の事務に携わっている司法書士会会員には、積極的に応募していただきたい。募
集要項及び申込書はリーガルサポートホームページ（http://www.legal－support.or.jp/）から
も取得できるので参照されたい。
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公益信託 成年後見助成基金第６回募集要項
１．趣旨

成年後見制度の利用に関する費用を助成し、もって利用者の権利の擁護及び福祉の増進に寄与する

ことを目的とします。

２．応募対象

� 既に就任した成年後見人等が後見事務を概ね３ケ月以上実行している場合であることとします。

ただし、親族以外の個人が成年後見人等に就任しているときに限ります。

� 後見事務の内容に照らし適正な報酬を支払うことができないものであることとします。

� 本年度は、成年後見制度利用者の年齢が概ね後期高齢者又は、知的障害者・精神障害者等で、生

計を一にする家族の年収が２６０万円以下であり、かつ他に資金化できる適当な資産がないこととし

ます。

� 保全処分の財産管理人の就任にかかる報酬は該当しません。

� 報酬付与審判申立てをしていない期間が対象となります。

３．助成金

助成金総額（新規申請分）は年額３６０万円

被後見人等お一人に対し、原則月額１万円最高２万円を限度に助成します。最長５ヵ年間（２年目

以降は、継続の申請が必要です）。

４．応募方法

所定の助成金申込書に必要事項を記入し資料を添付して、下記事務局宛送付してください。

５．申込み締切日

平成１８年４月２８日（金）必着

６．選考の方法、採否の通知及び助成金の交付

� 当基金運営委員において内容を審査の上採否を決定し、平成１８年６月中に採否を通知します。

� 選考後の給付は、�の通知書を添付し家庭裁判所の報酬付与審判を申立て、決定された審判に基
づき助成金を交付します。

７．その他

� 応募いただいた申込書等の書類の返却はいたしません。

� 応募にあたっては、助成申請書類及び添付した資料に記載されている事項が、助成金の支給対象

者の選考等、当公益信託の運営に必要な範囲で、当公益信託の運営委員・信託管理人・事務局が取

得・利用すること、また、支給が決定した場合は、氏名、所属等の情報が主務官庁等へ提供される

ことについての同意が必要となります。

� 寄付のお申出は、下記事務局及び受託者へご連絡ください。

８．申請書提出先・請求先

【事務局】〒１６０―０００３

東京都新宿区本塩町９―３ 司法書士会館４階

社団法人 成年後見センター・リーガルサポート内

公益信託�成年後見助成基金�事務局 担当 大迫 哲彦

℡０３―３３５９―０５４１

【受託者】〒１００―８２１２

東京都千代田区丸の内１―４―５

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社リテール受託業務部

公益信託グループ 担当 小金澤 賢二

℡０３―３２１２―１２１１（内線３４３５）
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価
三
九
九
〇
円
（
税
込
）

↓
布
価
格
三
五
九
一
円

（
税
・
送
料
込
）

定
価
一
八
九
〇
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（
税
込
）

↓
頒
布
価
格
一
七
九
〇
円

（
税
・
送
料
込
）

〔
申
込
方
法
〕

�
購
入
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、�
月

報
司
法
書
士
読
者
�
と
明
記
の
う
え

送
付
先
住
所
・
氏
名
（
所
属
会
）・

電
話
番
号
を
記
入
し
、
直
接
、
出
版

社
あ
て
必
ず
郵
送
か
フ
ァ
ッ
ク
ス
で

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

�
出
版
社
よ
り
直
接
、送
本
の
の
ち
、

振
替
用
紙
等
で
代
金
を
支
払
っ
て
く

だ
さ
い
。

�
定
価
及
び
頒
布
価
格
に
つ
き
ま
し

て
は
、
出
版
社
に
よ
り
表
示
形
態
が

異
な
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ

い
。

�
書
籍
の
内
容
、
発
送
に
関
す
る
お

問
い
合
わ
せ
は
、
直
接
、
出
版
社
へ

お
願
い
し
ま
す
。

�
締
切＝

平
成
１８
年
３
月
１６
日（
木
）

締
切
日
以
降
の
お
申
し
込
み
に
つ
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は
、
割
引
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に
な
ら
な
い
場

合
が
あ
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ま
す
。

�１�
相
談
事
例
か
ら
み
た
成

年
後
見
の
実
務
と
手
続
き
	

井
上
計
雄
共
編
／
Ａ
５
判
・
三
九
八

頁
／
平
成
一
七
年
九
月
発
行
／
新
日

本
法
規
出
版
㈱
刊

本
書
は
、
判
断
能
力
が
不
十
分
な

人
の
日
常
生
活
や
財
産
を
フ
ォ
ロ
ー

す
る
た
め
に
必
要
な
�
法
定
後
見
�

�
任
意
後
見
��
財
産
管
理
委
任
契

約
�
な
ど
、
制
度
の
概
要
か
ら
利
用

方
法
、
実
務
上
の
問
題
点
ま
で
を
具

体
的
な
相
談
事
例
を
も
と
に
解
説
し
、

成
年
後
見
に
関
す
る
各
種
申
立
書
を

は
じ
め
実
務
に
役
立
つ
書
式
を
記
載

例
入
り
で
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

◆
�１
の
申
込
先

新
日
本
法
規
出
版
㈱

営
業
渉
外
部

担
当

平
林

〒
一
六
二
�
〇
八
四
二

東
京
都
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区
市
谷
砂
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四
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六
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八
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〇
三
�
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二
三
五
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五
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実
務

新
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法
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菅
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喜
与
志
著
／
Ａ
５
判
・
二
一
一

頁
／
平
成
一
七
年
九
月
一
九
日
発
行

／
㈱
民
事
法
研
究
会
刊

会
社
の
設
立
・
機
関
設
計
・
株
式

・
社
債
か
ら
敵
対
的
買
収
に
よ
る
企

業
防
衛
策
・
組
織
再
編
、
合
同
会
社

等
の
持
分
会
社
ま
で
、
新
会
社
法
施

行
後
の
新
し
い
会
社
の
し
く
み
と
、

企
業
運
営
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
わ

か
り
や
す
く
実
践
的
に
解
説
。
現
行

法
か
ら
の
変
更
点
や
新
制
度
へ
の
対

応
策
を
明
確
に
著
し
新
法
に
迅
速
な

対
応
を
要
す
る
司
法
書
士
必
携
！

◆
�２
の
申
込
先

㈱
民
事
法
研
究
会

担
当

安
倍

〒
一
五
一
�
〇
〇
七
三
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京
都
渋
谷
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笹
塚
二
�
一
八
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エ
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五
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二
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）
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別
情
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、
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５
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版
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刊
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し
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改
訂
版
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し
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分
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時
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前
回
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Ⅱ
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二
分
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し
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予
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相
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換
え
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東
京
家
裁
総
括
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松
原
正
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氏
の
力
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で
実
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家
に
最
適
で
す
。
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出
版
㈱

営
業
部

〒
一
七
一
�
八
五
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刊
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か
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か
？
刑
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は
？
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〇
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取
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上
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書
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�会社法施行規則案�等に関する意見

意見のある条文についてのみ、取り上げるこ

ととする。

�会社法施行規則案�について

第２条関係

【意見】

定義は、疑義の生じる可能性のある用語に

絞るべきである。他方、�役員等�、�銀行等�
や�会社役員�など一般用語に近いものは、
疑義を生じる可能性があるのであれば、会社

法におけるように当該使用箇所で定義すべき

である。

【理由】

前段については、法律で規定されている定

義をそのまま下位規範において同様の意味で

使用するのは通例であると解されるところ、

省令においてもあまりに丁寧に同様の定義を

繰り返すと、法律で定められていない、省令

でこそ定義しなければならない用語がその中

に埋没してしまい、これを見落とす可能性が

高まるからである。

後段については、各用語が当該使用箇所で

定義されていないと一般人にはわかりにくく、

定義規程を念頭においていないと、各条文が

正確に読めないこととなりかねない。

第１４条関係

【意見】

会社法第２８条第４号に規定する法務省令で

定めるものとして、設立登記申請に要する司

法書士報酬も加えるべきである。

【理由】

施行規則案第１４条第１号で定める金融機関の

手数料は、金融自由化により差が出来てきて

いる。また、発起設立で使用するかどうかは

任意である。だとすれば、同様に設立登記申

請に要する司法書士報酬についても規定する

事ができるものと思われる。

第１４条関係

【意見】

会社法第２８条第４号に規定する法務省令で定

めるものとして、印紙税も加えるべきである。

【理由】

会社の設立のときに作成される定款の原本

には、印紙税として収入印紙４万円を貼付す

る必要があるが、これは法定されており、定

款の認証の手数料と同様に株式会社に損害を

与えるおそれがないものである。したがって、

日本司法書士会連合会
企業法務対策部 商事法務対策ＷＴ
登記制度対策本部 商業法人登記ＷＴ

�会社法施行規則案�等に対する意見書

本資料は、法務省民事局参事官室からの��会社法施行規則案�等に関する意見募集�

に対し、日本司法書士会連合会から平成１７年１２月２６日付文書で法務省民事局参事官室あて

提出した意見書である。
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施行規則案第１４条列挙事由に同印紙税も加え

るべきである。

第４１条関係

【意見】

会社設立後の募集株式の発行等に応じて申

込みをしようとする者に対しては、発行会社

の定款規定を全部開示すべきである。あるい

は、施行規則案第１７条第３号と同様の規定を

置くべきである。

【理由】

会社設立後の募集株式の発行等に応じて申

込みをしようとする者は、発行会社の定款の

内容に関して知ることを望むのは当然であり、

施行規則案第４１条各号に列挙されている事項

のみならず、定款規定を全部開示すべきであ

る。

そうでない場合であっても、施行規則案第

１７条第３号と同様の規定を置くべきである。

会社設立後の募集株式の発行等に応じて申込

みをしようとする者に対して通知すべき事項

は、募集設立の際に設立時発行株式を引き受

ける者の募集に応じて申込みをしようとする

者に対して通知すべき事項と平仄を合わせる

べきだからである。

発行会社においても、通知すべき事項を見

分けるのは煩雑であり、定款規定全部を開示

する方が簡明であって、事務処理上も便宜で

あると思われる。

第５９条関係

【意見】

補欠役員の任期について、例えば�補欠選
任の効力が生じた時点を選任時とみなす�等、
なんらかの手当てをすべきである。

【理由】

会社法３３２条１項において取締役の任期の

起算点を選任時としたため、補欠役員の任期

についてなんらかの手当てが必要ではないか

と解される。

第５９条関係

【意見】

① 同条中�会社役員（執行役を除く。以下
この条において同じ）�とするのではなく、
単に�役員�とすれば足りる。
② 同条第３項における�定款に別段の定め
がある場合�について、その許容範囲を明示
すべきである。例えば、但書によって、伸長

する場合は現任役員の任期満了までとする等

明らかにすべきである。

③ 就任承諾時期に関しても、規定を置くべ

きである。

【理由】

① 会社法第３２９条第１項において�役員�
の定義が置かれており、�執行役を除く�の
であれば、単に�役員�と規定すれば足りる。
また、そもそも執行役を含めて�会社役員�
の定義を置くのではなく、必要な場合に�役
員（執行役を含む。）�と規定するのが簡明で
あると思料する。

② 補欠役員の選任は、通常臨時株主総会の

開催が容易ではない大企業においてニーズが

あると思われるが、会社法はすべての株式会

社において許容しており、公開会社でない株

式会社においても利用可能である。すると、

取締役の任期を１０年としている公開会社でな

い株式会社においては、毎年の定時総会で補

欠役員の選任を繰り返すのは煩雑であり、定

款の別段の定めとして可能な限り長期間選任

の効力が継続するように規定することになる

と思われる。とはいえ、無制限に選任の効力

が継続するのは妥当でなく、一定の限度を定

める必要があり、�現任役員の任期満了まで�
とするのが合理的であると考える。

③ 補欠役員の選任時においては、当該補欠

����������������������������������������������������������資 料 ①
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役員候補者の事前の承諾があるのが通常であ

ると思われる。しかし、その後の事情変更等

により、就任意思がなくなる場合も想定され

ることから、役員が欠けた場合又はこの法律

若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこと

となったときに、即時に就任の効力が生じる

ものとすべきではなく、役員が欠けた等の後

の就任承諾によって、就任の効力が生じるも

のとすべきである。

第７８条関係

【意見】

会社役員の全部が社外役員であることはあ

り得ないので、所要の見直しをすべきである。

【理由】

委員会設置会社であるときは執行役、また、

委員会設置会社でない会社においては取締役

のうち少なくとも１名は、業務執行を行うた

め、会社役員の全員が社外役員であることは

あり得ない。

�株主総会等に関する法務省令案�に
ついて

第１０条関係

【意見】

株主総会議事録には、原則として議長及び

出席取締役の署名（又は記名押印）を要する

ものとすべきである。

簡素化措置を採用する場合であっても、公

開会社においてのみ認めるものとし、各種法

人制度で採用されている議事録署名人の制度

を活用すべきである。この場合、議長及び出

席取締役２名（但し、議長を除く。）の署名

（又は記名押印）で足りる、という措置が望

ましいと考える。

【理由】

確かに、大企業においては、株主総会議事

録に取締役全員の署名（又は記名押印）を徴

求するのが煩雑という面から省略のニーズが

あるかもしれないが、株主総会議事録は、株

主総会の議事の経過の要領及びその結果（総

会省令案第１０条第３項第２号）を明確にする

ために作成されるものであり、その内容の真

正を担保する意味でも、原則として議長及び

出席取締役の署名（又は記名押印）を要求す

べきだと考える。また、取締役会設置会社で

ない株式会社においては、取締役の利益相反

取引の承認を株主総会が行う（会社法第３５６

条第１項第２号）こと等を考えると、出席取

締役の署名（又は記名押印）は、必ずしも意

味のないものとは言えないと思われる。

したがって、仮に、署名義務者の範囲を簡

素化する措置を採用するとしても、公開会社

においてのみ認め、議長及び議事録署名人た

る出席取締役２名（但し、議長を除く。）の

署名（又は記名押印）で足りるものとし、公

開会社でない株式会社においては従前どおり

取扱う、という措置が望ましいと考える。

�株式会社の業務の適正を確保する体
制に関する法務省令案�について

�株式会社の計算に関する法務省令
案�について

第１４条関係

【意見】

計算省令案第１２条第１項第２号、同第１４条

第１項第３号、同第１５条第１項第２号にある、

�募集株式を引き受ける者の募集に係る費
用�、�新株予約権の行使に係る費用�、�新株
予約権の取得に係る費用�とは、具体的に何
を指すのかを明確にすべきである。

�����������������������������������������������������������
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【理由】

設立時の資本金の額については計算省令案

第１０条に規定されており、資本金又は資本準

備金の額として計上すべき額から減ずるべき

額として具体的に規定されているが、第１２条

第１項第２号、第１４条第１項第３号、第１５条

第１項第２号においては、�費用�とだけ規
定されており、具体的に控除できる金額が定

まっていない。�費用�と規定されたのは計
算省令案第１０条と同趣旨であるとの理解でよ

いのか、それともさらに柔軟に解すべき（例

えば証券会社への手数料を含む等）なのか不

明である。

第８９条関係

【意見】

計算省令案第８９条によると、会社法第４４０

条第１項による貸借対照表等の公告を行う場

合についてのみ注記記載を要求しているよう

に読める。仮に会社法第４４０条第２項による

貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨を公

告する場合には注記不要と解しているのであ

れば、現行商法施行規則と同程度の注記の記

載が必要である旨を規定すべきである。

【理由】

条文の構成から行くと、貸借対照表又は損

益計算書の要旨を公告する場合として第２章

に規定されており、第１章の適用は無いよう

に読める。商法施行規則における貸借対照表

又は損益計算書の注記記載は要旨の公告の場

合でも一定程度必要であり、それは会社債権

者にとって非常に重要な情報であると考えら

れていたからであると理解している。会社法

においては、最低資本金制度の廃止等債権者

保護制度が変わっているため、開示の充実を

図ることによって債権者の自己防衛を期待す

べく、現行と同程度の注記の記載が必要であ

る旨を規定すべきであると思われる。

�株式会社の監査に関する法務省令
案�について

�株式会社の特別清算に関する法務省
令案�について

�持分会社に関する法務省令案�につ
いて

�組織再編行為に関する法務省令案�
について

�電子公告に関する法務省令案�につ
いて

第７条関係

【意見】

中断が生じた可能性のある時間が全公告期

間中に占める割合を記載又は記録事項とすべ

きである。

【理由】

電子公告省令案第７条（調査結果通知の方

法等）第４号によると、調査結果通知書には、

�公告の中断が生じた可能性のある時間の合
計�が記載又は記録されるが、調査期間全体
に対する割合は記載事項とされていない。調

査結果通知書からは、中断が生じた可能性の

ある時間の割合がすぐに判明しないため、そ

の割合が１／１０を超えているかどうかを計算

し判定しなければならない。中断が生じた可

能性のある時間が全公告期間中にしめる割合

を記載又は記録事項とすることを適切と考え

る。

����������������������������������������������������������資 料 ①

９９ 司法書士 Monthly SHIHO-SHOSHI 2006.2



���������������������������������������������������������

�Ｔ新改革戦略―ＩＴによる日本の改
革―（案）に関する意見

目次

� 登記申請について

１ 現状における問題点

（１）公的個人認証サービスの普及率につい

て

（２）有効性検証について

（３）当事者間の有効性検証

（４）登記識別情報

２ オンライン申請を普及させる方法

（１）利用者本人が公的個人認証サービスを

利用しない方法

（２）公的個人認証サービスについて

（３）登記識別情報の通知方法の改善

（４）市販のソフトウェアの活用及びオンラ

イン申請システムの汎用性

� 商業・法人登記

� 動産・債権譲渡登記

� 登記事項証明交付申請及び登記情報提供

サービスについて

はじめに

司法書士は不動産登記、商業・法人登記、

動産・債権譲渡登記申請等の代理人を職務と

しているほか、その付随業務として、不動産

登記又は商業・法人登記の登記事項証明書の

交付申請を行っています。そこで、以下登記

オンライン申請等の普及について意見を述べ

ます。

� 不動産登記申請について

１ 現状における問題点

（１）公的個人認証サービスの普及率につい

て

不動産登記法はオンライン申請を原則とす

る内容に改正されたとはいえ、申請方式は従

来の申請の形式（共同申請、添付書面）を踏

襲しているため、司法書士が代理人として申

請する場合であっても申請人（権利者・義務

者双方当事者）本人が公的個人認証サービス

を利用していなければなりません。不動産登

記申請のオンライン利用率を５０％以上にする

ためには、計算上国民の約７０％（７０％×７０％

＝４９％）以上が公的個人認証サービスを利用

する必要があります。しかしながら、２０１０年

までに利用者が急増し、公的個人認証サービ

スの利用者が７０％を超えるとは思えません。

オンラインを利用した不動産登記申請の利用

率を増加させるには、申請人本人の公的個人

認証を利用しないまま申請できる方式を検討

する必要があると考えます。

（２）有効性検証について

公的個人認証の普及は別として、その有効

日本司法書士会連合会

�ＩＴ新改革戦略―ＩＴによる日本の改革―（案）�
に関する意見の提出について

本資料は、内閣官房ＩＴ担当室からの�ＩＴ新改革戦略 －ＩＴによる日本の改革－（案）

に関するパブリック・コメントの募集について�に対し、日本司法書士会連合会から平成

１８年１月６日付文書で内閣官房ＩＴ担当室あて提出した意見である。
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性検証について、述べます。

第１６３回国会に電子署名に係る地方公共団体

の認証業務に関する法律の一部（公的個人認

証法）を改正する法律案が提出されました。

この改正法が成立すれば司法書士にも電子署

名と電子証明書の有効性を確認する道が開け

ることとなり、それが実現すれば、司法書士

が代理人としてオンラインを利用した登記申

請を為す場合の障壁が一部取り除かれること

にはなります。

しかし、不動産売買においては、売主及び

買主の電子署名について、有効性検証を行っ

た後に売買代金の決済が為され、その後速や

かに登記申請が行われますが、登記所によっ

ては、申請情報の調査が翌日以降に行われる

ことが少なくありません。自宅を売却した売

主が当日住所移転届出を為すと、登記官が申

請情報を調査する時点で、売主の電子証明書

は既に失効しているとして、当該登記が実行

されないという事態に陥ります。

総務省のホームページ�インターネットに
よる行政手続の実現のために 第２申請者等

の 認 証�（http://www.soumu.go.jp/gyou-
kan/kanri/０００３１６c.htm）の�２．（ウ）新 た
な認証の仕組みの導入に当たっての留意点�
において�デジタル署名付きの電子文書に関
しては、一定期間保存管理され、後にそのデ

ジタル署名が正しいかどうかの確認を要する

場合もあるため、デジタル署名を検査する公

開鍵及びその証明書についての適切な世代管

理が必要であること。�と記載されていると
おり、公開鍵及び電子証明書の世代管理が確

実に行われているのであれば、電子署名から

登記官の調査までの時間差を考慮する必要は

ありませんが、現時点では実現していません。

（３）当事者間の有効性検証

不動産登記の申請書の添付書面のうち特に

原因証明情報は登記申請に利用するだけでは

なく、後日の証拠資料として、原本還付の手

続により登記完了後も当事者が原本を所持す

る事例が多くあります。ところが、登記の申

請に利用するため公的個人認証を利用して電

子署名を行った場合、後日当事者自身が原因

証明情報の有効性を検証することはできませ

ん。検証できない情報は当事者にとっては署

名押印のない紙の書面と何ら変わりないので

す。

現状で、オンラインによる申請を選択した

場合には、当事者が後日のため所持する書面

には署名押印をし、登記申請に利用する書面

については電子署名を利用することも考えら

れなくはありません。しかしながら、利用者

にとっては、紙で申請するのであれば印鑑証

明書さえ取得していればよいのに、オンライ

ン申請をする場合には電子証明書まで取得す

る必要が生じます。時間も費用も従来以上の

負担増加となります。

これでは、私ども司法書士も、従来どおり

紙の申請書で手続をすることが可能であるの

に、あえて公的個人認証を利用したオンライ

ンによる申請をすることについて利用者に対

して合理的な説明ができません。

利用者の時間と費用の負担を増加させてま

で、オンラインによる申請を行うことは u-

Japan 構想の求めるところではないと思わ

れます。

利用者である国民が行政手続を行うのは一

生のうち何回あるのでしょうか。従来の特に

印鑑登録制度が併存している状況で、利用者

が印鑑証明書より使用方法が制限されている

電子証明書の利用の交付を受けようと考える

とは思えません。

（４）登記識別情報

ａ 登記識別情報について
登記識別情報は、登記を受けた際に通知さ

れ再度通知されることのない情報を提供する

ことによる本人確認の一つの手段でという性

質を持っています。（以下の登記識別情報と
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はオンラインを利用して電子情報で通知され

た登記識別情報について記載しています。）

ｂ 登記識別情報の通知を受ける方法につい
て
登記識別情報の通知を受ける場合、登記申

請に際して申請人本人は申請者情報等を作成

します。申請者情報等を作成する経緯で鍵ペ

アが生成され、登記官はこの鍵ペアの公開鍵

を利用して登記識別情報を暗号化して通知し

ます。通知された本人が登記識別情報を見る

ためには、前述の鍵ペアの秘密鍵と鍵ペア作

成の際に設定したパスワードが必要になりま

す。

ｃ 申請者情報等及び登記識別情報を受け渡
しする際の問題点

（i）前記申請者情報等を申請人本人が自ら

登記申請情報作成支援ソフトを利用して作成

してくるとはほとんどないと思われます。恐

らく司法書士のパソコンを利用して作成する

ことになるのでしょう。その結果、一時的に

代理人とはいえ他人のパソコンの中に申請人

本人の秘密鍵が保存される状況になります。

公的個人認証サービスで利用する秘密鍵であ

れば、漏えいしたものとして失効させるべき

状況が発生していると言えなくありません。

（ii）鍵ペア作成に設定するパスワードは、

申請人本人が決定し、自ら入力をしなければ

なりません。依頼者にはキーボードの利用に

慣れておらず、パスワードの設定に際して他

人に推測されにくく、自分は忘れないであろ

うものを決定し、適切に入力をすることが困

難である人も多くいると思われます。

（iii）このように作成した、鍵ペアの公開鍵

を登記識別情報通知用特定ファイルとして申

請情報に添付して送信します。そして、登記

完了後に、代理人が登記識別情報を法務省の

サイトからのダウンロードをします。

（iv）登記識別情報をダウンロードした後、

万一（i）で作成した鍵ペアが代理人のパソ

コンに保存されていた場合、暗号化されたフ

ァイルと、複合化するために利用する秘密鍵

が代理人とはいえ本人以外の者の手元に揃っ

てしまうという事態が生じてしまいます。こ

の事態を避けるためには、代理人が申請情報

を送信した時点で、申請者情報等を申請人本

人に受け渡す必要があります。

（v）申請人本人は、代理人が（iii）でダウ

ンロードした登記識別情報を代理人から受け

取ることになります。申請人本人は代理人か

ら１個の申請について２つの記録媒体（ＣＤ

－Ｒ等）を受け取ることになります。

（vi）なお、登記識別情報のダウンロードを

行えるのは１回限りです。ダウンロード完了

後、代理人は申請人本人へ登記識別情報を受

け渡しするために何らかの記録媒体へ登記識

別情報をコピーすることになります。非常に

可能性は低いでしょうが、登記識別情報のダ

ウンロードから記録媒体へのコピーが完了す

るまでの間に、ハードディスクがクラッシュ

した場合などであっても再度交付を受けるこ

とはできません。このような状況は、紙の申

請に例えると、法務局から交付を受けた登記

済証や登記識別情報を紛失した、焼失した、

という通常ではあり得ない事件であります。

代理人である司法書士にとっては、社会的生

命を脅かされないような状況に追い込まれか

ねません。

（vii）申請者情報等及び登記識別情報（以

下この項において�識別情報等�といいます。）
に限らず電磁的記録（以下この項において�フ
ァイル�といいます。）の受け渡しをした際
には、受け取った側が内容を確認する必要が

あります。紙に印刷されたものであれば、受

け取ったものが当該情報であるとおおよその

確認することも可能です。しかし、ファイル

の場合確認できるのはファイルそのものでは

なく、記録媒体でしかありません。前述のと

おり受け渡しの終わった識別情報等は消去し
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ますので、記録媒体の不具合、記録過程での

不具合により適切に記録されていなかったと

いうことの無いよう、渡した側が消去する前

に必ず受け取った側が適切に記録されている

ことを確認する必要があります。登記識別情

報を確認するためには、法務省のサイトから

申請書作成支援ソフトをダウンロードし、オ

ンラインによる登記申請ができるのと同様の

環境を構築しなければなりません。申請人本

人にとって非常に負担の大きい作業であると

思われます。

識別情報等を渡した側は、受け渡しの終わ

った識別情報等は完全に消去する必要があり

ます。�ごみ箱�に識別情報等を入れて�ご
み箱を空にする�メニューを選択した通常の
消去の方法では簡単に復元できてしまいます

ので、消去するためのソフトを利用しなけれ

ばなりません。更に、申請人本人へ識別情報

等を渡した代理人は業として識別情報等を扱

う以上、適切に扱っていることの記録を作成

しなければならないかと思われます。具体的

には、消去等を客観的に確認可能な状況にす

るため少なくとも、申請者情報等の作成、申

請者情報等の交付、申請者情報等の消去、登

記識別情報のダウンロード、登記識別情報の

交付、登記識別情報の消去及び識別情報等を

受け取った側が内容を確認できたことをいつ、

誰が、どのように行ったのか、どのように確

認したのかを記録に残さなければならないで

しょう。これは、代理人にとって非常に重い

負担となります。

ｄ 登記識別情報保管の問題点
前述のとおり、１回の登記で申請人本人は

公開鍵などの申請者情報が記録された記録媒

体を一つと、登記識別情報が記録された記録

媒体を一つ受け取ります。紛失防止のためと

はいえ、むやみにバックアップを取ることが

できませんし、わかりやすい場所に保管する

こともできません。また、保存状態によって

は光ディスク（ＣＤ、ＤＶＤ）も数年程度（場

合によっては数日）で劣化し保存した内容を

読み出せないという事例も報告されています

ので、少なくとも２・３年に一度は新しい記

録媒体に交換する必要にも迫られます。更に、

次回登記をするときのためにパスワードも記

憶しておかなければなりません。

このように登記識別情報は企業の機密情報

を扱うのと同程度のスキルと設備が必要とな

り、個人が適切に保管することは非常に困難

であります。

（５）添付情報の作成

添付情報には複数人が電子署名を行う必要

が生じる場合が多くあります。特定のファイ

ルに複数人が電子署名を行うには、特殊なソ

フトウェア（プラグイン）をインストールす

る必要や、法務省のサイトから複数人署名を

行う必要があります。

２ オンライン申請を普及させる方法

我々司法書士は、不動産登記の９割以上を

代理人として申請しております。その現状を

前提としたうえで、オンラインによる不動産

登記申請の普及を図るものとして、以下の申

請方法が考えられます。

（１）利用者本人が公的個人認証サービスを

利用しない方法

公的個人認証の普及率を考慮した場合、公

的個人認証サービスを利用せず、司法書士の

電子署名と電子証明書（以下�司法書士の電
子署名等�という。）のみを利用してオンラ
インにより登記の申請を行うことが可能とな

れば、オンライン申請の普及率増加に効果的

であると考えます。

司法書士の電子署名等のみで登記を申請す

るには次の３つの方法が考えられます。

ａ 添付情報の送信をすべて省略し、原本（書
面）は司法書士が保管する方法

ｂ ＰＤＦ化した添付情報のみを送信し、原
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本（書面）は司法書士が保管する方法
ｃ ＰＤＦ化した添付書類のみを送信し、原
本（書面）を後日送付する方法

ａ 添付情報の送信をすべて省略する方法に
ついて
税理士会や社会保険労務士会が提案する、

資格者が作成した情報だけで申請をする方法

は、オンライン申請を飛躍的に増加させるこ

とが予想されます。

しかしながら、利害が対立する権利者及び

義務者の共同申請を原則とし、そこに対抗要

件としての機能を有する不動産登記において

は、登記申請手続自体に真正担保機能が求め

られていますので、添付情報を登記所に一切

送信せず、原本（書面）を司法書士が保管し、

結果のみをオンライン申請することは、現行

のダブルチェック機能（司法書士がチェック

し、さらに登記所で再チェックする）がなく

なり、司法書士が本人や意思を確認したとし

ても、現行より真正担保の機能について問題

が生じることが予想されます。ただし、他の

２つの方法（以下のｂ、ｃの方法）と比較し

て手続的に大幅な簡素化となりますので、オ

ンライン申請が増加することが予想されます。

なお、資格者のみの認証により申請をする

場合には、不動産登記法等の改正を必要とし

ます。

ｂ ＰＤＦ化した添付情報のみを送信し、原
本（書面）は司法書士が保管する方法
添付書類については、スキャナーで読み取

りＰＤＦファイル化して、申請書と一緒に司

法書士が電子署名等を付して添付情報として

送信する方法が考えられます。この方法では、

登記所が申請を受け付けた時点で、一応添付

書類を確認することができますし、後で司法

書士が保管する原本と照合することも可能で

あり、真正担保機能は一定の範囲内で維持で

きます。

問題点としては、（i）原本とＰＤＦファイ

ルの照合を行わないため、ａほどではないに

しても、真正担保機能についてはなお問題が

残らないとはいえないこと。（ii）添付書類

の保存期間は最低でも現状の不動産登記法と

同様１０年間とせざるを得ないこととなります

が、膨大な添付書類原本を体系的に、かつ必

要に応じて第三者の閲覧に耐えうる状態で長

期間保存しなければならないという新たな問

題が発生します。なお、添付書類の保管につ

いての問題点はａにも共通する問題点であり

ます。

なお、この場合にも不動産登記法の改正が

必要となります。

ｃ ＰＤＦ化した添付書類のみを送信し、原
本（書面）を後日送付する方法
ｂの方法で申請をした後、添付書面の原本

を後日（一定期間内に、例えば３日以内に）

登記所に提出するという方法が考えられます。

この方法によると、必ず原本を登記所で確認

できるので、今までの真正担保機能を低下さ

せることはありません。なお、この場合は、

現状も行われている�原本還付�の手続を緩
やかに運用する方法を採れば政省令の改正の

みで対応可能です。

以上、ａｂｃいずれかの案が実現し、公的

個人認証を利用しないままオンラインによる

不動産登記申請が可能になったとしても、申

請人本人が登記識別情報の通知を受けること

を希望した場合には、申請人情報等を作成す

るに際して公的個人認証の利用が必須となり

ます。登記識別情報の通知方法が現状どおり

であるならば、オンラインによる登記申請の

普及率も、公的個人認証の普及率の影響を受

けてしまいます。なお、登記識別情報の通知

方法の改善点については、後述します。

（２）公的個人認証サービスについて

ａ 公的個人認証サービスの検証者の範囲の
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拡大
�１（４）登記識別情報�記載のとおり、

登記申請に添付する情報は、すべてが登記申

請のためだけに作成されたものではありませ

ん。特に登記原因証明情報に利用される書面

は当事者が後日のため作成した書面を登記に

も利用しているという側面もあります。当事

者が検証できない電子署名は、当事者にとっ

ては署名（記名）押印のない書面と同じ価値

しかありません。同様の内容の書面を作成し

ておきながら、オンラインを利用して申請す

るためだけに、公的個人認証を取得し、電子

署名を行う人は非常に希と思われます。

検証することのできる者の範囲を公的個人

認証サービスの利用者全員に拡大するならば、

行政手続以外にも利用できるようになること

から、利用者が増大し、オンラインによる行

政手続全般の普及率増加につながるのではな

いかと思われます。この場合、当然検証シス

テムは、国が設置する必要があります。

なお、公的個人認証の検証者を民間に開放

する（電子証明書とＣＲＬを公開する）にあ

たっては、より一層のプライバシーに対する

配慮と消費者保護法制の強化が必要であるこ

とを念のため申し添えます。

ｂ 公開鍵の世代管理
前項の如く公的個人認証の検証者の範囲を

拡大した場合であっても、現状では電子署名

を行った者が住所移転等をした場合や、死亡

してしまった場合は、従来の電子証明書は失

効リストに加えられてしまい、電子署名の検

証を行っても署名の有効性を確認することが

できません。電子署名を行った者が署名後に

住所を移転した場合であっても、また不幸に

も死亡してしまった場合であっても電子署名

（電子署名を行うきっかけとなった法律行

為）まで失効するわけではありません。一度

有効に為された電子署名は永久に検証できる

状況になければならないのです。そのために

も、電子署名を行った時点の電子証明書の有

効性の確認を永久に行えるような公開鍵の世

代管理を実現する必要があります。

なお、前項記載のとおり、司法書士の電子

署名等のみでオンラインによる手続を完結さ

せるのであれば、本人が登記識別情報の交付

を希望しなければ、公的個人認証について言

及する必要がないことは言うまでもありませ

ん。

（３）登記識別情報の通知の方法の改善

�１（４）登記識別情報�に記載のとおり、
申請人情報等と登記識別情報（特にことわり

のない限りオンラインにより通知された登記

識別情報のことを言います。）は、確実な受

け渡しが非常に困難であり、さらに申請人本

人が保管するに際しても非常に困難を伴うも

のであります。

現在オンラインを利用した不動産登記申請

は、すべてをオンラインで完結させるシステ

ムとなっています。�２（１）ｃ ＰＤＦ化

した添付書類のみを送信し、原本（書面）は

後日送付する方法�のように、一部にアナロ
グの手法を取り入れ、申請人の希望により登

記識別情報の通知は本人限定郵便で行うこと

により、登記識別情報の管理も容易になり、

オンラインによる登記申請の普及率増加につ

ながると思われます。この場合に必要な郵便

料金は申請人に負担させるのが相当であると

考えます。

なお、繰り返しになりますが、�２（１）
利用者本人が公的個人認証サービスを利用し

ない方法�による申請が実現した場合であっ
ても、登記識別情報の通知をオンラインで受

ける場合には、申請者情報等作成の際に本人

が公的個人認証を利用している必要がありま

す。

（４）市販のソフトウェアの活用及びオンラ

イン申請システムの汎用性

ａ 市販のソフトウェア
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オンラインにより登記を申請するに際して

は、特定のファイルに複数の電子署名を行わ

ざるを得ないため、市販のソフトウェア単体

で手続きを行うことは非常に困難です。仮に、

�２（１）利用者本人が公的個人認証サービ
スを利用しない方法�によりオンラインによ
る登記申請を可能にすれば、市販ソフトウェ

アのみで登記の申請を行うことも可能となり、

オンライン申請の普及率増加につながると考

えます。

ｂ オンライン申請システムの汎用性
現在ＩＣカードリーダ・ライタのドライバ

は、Windows 以外のＯＳで利用できるもの

がほとんどありません。（インターネット、

販売店を探してみましたがWindows 以外の

ＯＳで利用できるものを現時点まで見つける

ことができませんでした。）インターネット

とＪＡＶＡを利用することの最大のメリット

は、環境に束縛されないことにあると考えま

す。しかし、現状では実質Windows 以外の

パソコンでは利用できない状況です。早急に

Windows 以外の特にＭａｃＯＳ、ＢＳＤ、

Linux 等の環境でも利用可能なドライバの開

発が必要であると思われます。

逆に、Windows でしか利用できないよう

なシステムであるならば、ｗｅｂベースの申

請窓口やＪＡＶＡを利用せず、インターネッ

ト網のみを利用して、専用ソフトを作成し利

用した方がセキュアで利用しやすい、オンラ

イン申請が可能になると考えます。

� 商業・法人登記

来年度中に資格者認証を会員全員に交付す

る方向で検討しています。このような環境整

備を行うことにより、オンラインによる申請

可能な登記所も増加していることから、今後

の普及率は増加するものと思われます。

� 動産・債権譲渡登記

１ そもそも件数が少ない登記案件ではあり

ますが、資格者認証の交付により、オンライ

ンによる申請が可能になります。

２ 動産・債権譲渡登記とは直接は関係あり

ませんが、ＲＦＩＤの利用により、動産の管

理や債権証書の管理が容易になり登記制度の

利用促進につながることにより、オンライン

による申請も増加すると思われます。

� 登記事項証明交付申請及び登記情
報提供サービスについて

１ オンラインによる登記事項交付申請は、

対応登記所の増加に伴い今後増加すると思わ

れます。

２ 登記情報サービスについては、現時点に

おいても相当数の利用がありますが、９５０円

という手数料が低くなれば、さらに利用率が

増加すると考えます。

� オンラインを利用した申請のイン
センティブ

１ 登録免許税等の軽減

オンラインを利用した登記申請については、

登録免許税等を軽減する等、オンライン申請

にインセンティブがあれば、利用者の増加を

見込むことができると思われます。

２ ＩＶ登記事項証明交付申請及び登記情報

提供サービスについて利用料を軽減すること

により利用者の増加が見込まれると思われま

す。

�����������������������������������������������������������
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■
連
合
会
日
誌
（
１
月
）

６
（
金
）
第
７
回
常
任
理
事
会

７
（
土
）
第
６
回
研
修
部
門
・
第
６

回
正
副
所
長
合
同
会
議

１１
（
水
）
第
２
回
日
韓
学
術
交
流
研

究
会
（
韓
国
）

１３
（
金
）
第
４
回
総
務
部
門
会
議
、

総
研
・
訴
訟
制
度
研
究
第
１
部
会

（
知
財
分
野
）、
第
２
回
会
報
編

集
会
議
、
第
６
回
司
法
支
援
部

門
・
司
法
制
度
対
策
本
部
合
同
会

議
、相
談
に
お
け
る
面
談
技
法（
リ

ー
ガ
ル
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
）
に
関

す
る
研
修

１４
（
土
）
第
６
回
理
事
会
、
第
７
回

常
任
理
事
会
（
継
続
会
）

１６
（
月
）
司
法
制
度
対
策
本
部
第
６

回
司
法
過
疎
対
策
ワ
ー
キ
ン
グ
チ

ー
ム
、
第
５
回
広
報
委
員
会

１７
（
火
）
第
５
回
業
務
職
務
対
策
部
、

平
成
１７
年
度
グ
リ
フ
ィ
ス
大
学
イ

ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
プ
ロ
グ
ラ
ム

（
１
／
２５
・
１
／
２６
に
も
実
施
）

１８
（
水
）
企
業
法
務
対
策
部
第
４
回

企
業
法
務
対
策
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー

ム
、
第
８
回
常
任
理
事
会
、
第
１３

回
登
録
常
務
会
、
第
６
回
月
報
発

行
委
員
会

１９
（
木
）
第
４
回
Ａ
Ｄ
Ｒ
対
策
部
、

登
記
制
度
対
策
本
部
第
５
回
商
業

法
人
登
記
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
・

企
業
法
務
対
策
部
第
４
回
商
事
法

務
対
策
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
合
同

会
議
、
第
５
回
人
権
委
員
会
、
第

２
回
業
務
推
進
対
策
部

２０
（
金
）
第
２
回
司
法
書
士
総
合
研

究
所
会
議
、
第
６
回
消
費
者
法
制

検
討
委
員
会

２１
（
土
）
平
成
１７
年
度
司
法
書
士
中

央
新
人
研
修
（
前
期
日
程
）（
１

／
２３
ま
で
）、
金
利
シ
ン
ポ
〜
高

金
利
が
も
た
ら
す
人
権
侵
害
（
大

阪
）、
チ
ュ
ー
タ
ー
説
明
会
Ⅱ（
研

修
会
）

２２
（
日
）チ
ュ
ー
タ
ー
説
明
会
Ⅱ（
研

修
会
）（
大
阪
）

２３
（
月
）
第
４
回
会
長
会
、
平
成
１８

年
新
年
賀
詞
交
歓
会

２４
（
火
）
第
４
回
会
長
会

２５
（
水
）
総
研
�
第
６
回
法
制
度
比

較
研
究
部
会

２６
（
木
）
第
９
回
司
法
書
士
制
度
審

議
会
、
第
５
回
初
等
中
等
教
育
推

進
委
員
会

２７
（
金
）
平
成
１７
年
度
司
法
書
士
中

央
新
人
研
修
（
後
期
日
程
）（
１

／
３０
ま
で
）、
第
５
回
後
見
制
度

推
進
委
員
会
、
第
３
回
市
民
救
援

基
金
運
営
委
員
会

３０
（
月
）
第
１４
回
登
録
常
務
会
、
第

９
回
常
任
理
事
会

■
執
行
部
の
動
き
（
１
月
）

５
（
木
）
第
１
回
日
本
土
地
家
屋
調

査
士
会
連
合
会
と
の
懇
談
会
〔
山

口
副
会
長
他
〕

６
（
金
）
平
成
１８
年
新
年
挨
拶
廻
り

（
法
務
省
・
最
高
裁
・
日
弁
連
）、

日
本
弁
護
士
連
合
会
賀
詞
交
歓
会

出
席
〔
中
村
会
長
他
〕

１０
（
火
）
日
本
弁
理
士
会
賀
詞
交
歓

会
出
席
〔
大
西
常
務
理
事
〕、
東

京
弁
護
士
会
賀
詞
交
歓
会
出
席

〔
大
西
常
務
理
事
〕

１１
（
水
）
日
本
更
正
保
護
協
会
賀
詞

交
歓
会
出
席
〔
大
西
常
務
理
事
〕、

商
事
法
務
研
究
会
賀
詞
交
歓
会
出

席
〔
大
西
常
務
理
事
他
〕

１２
（
木
）
日
本
税
理
士
会
連
合
会
賀

詞
交
歓
会
出
席〔
大
西
常
務
理
事
〕、

日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
け

る
民
事
法
律
扶
助
業
務
に
関
す
る

打
合
せ
〔
中
常
任
理
事
他
〕

１４
（
土
）Ｎ
Ｈ
Ｋ�
く
ら
し
と
経
済
�

番
組
出
演
〔
稲
村
理
事
〕

１６
（
月
）
日
本
土
地
家
屋
調
査
士
会

連
合
会
賀
詞
交
歓
会
出
席
〔
大
西

常
務
理
事
〕、
日
本
公
認
会
計
士

協
会
賀
詞
交
歓
会
出
席
〔
大
西
常

務
理
事
〕、
日
弁
連
�
カ
ン
ボ
ジ

ア
王
国
司
法
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
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最
終
報
告
会
出
席〔
鄭
常
任
理
事
〕

１７
（
火
）
日
本
不
動
産
鑑
定
協
会
賀

詞
交
歓
会
出
席〔
猪
股
常
任
理
事
〕

１８
（
水
）（
財
）
法
律
扶
助
協
会
事

業
運
営
会
議
〔
早
川
理
事
他
〕、

司
法
書
士
能
力
担
保
研
修
に
関
す

る
日
弁
連
法
務
研
究
財
団
教
材
研

究
会
〔
高
橋
常
任
理
事
他
〕、
法

律
扶
助
協
会
理
事
会
出
席
〔
中
常

任
理
事
〕、
法
務
省
総
合
法
律
支

援
準
備
室
と
の
打
合
せ
〔
光
木
副

会
長
他
〕

１９
（
木
）
裁
判
所
の
督
促
手
続
の
オ

ン
ラ
イ
ン
化
に
関
す
る
最
高
裁
と

の
打
合
せ
〔
大
西
常
務
理
事
他
〕、

全
国
社
会
保
険
労
務
士
会
連
合
会

賀
詞
交
歓
会
出
席
〔
宮
前
専
務
理

事
〕

２０
（
金
）
日
本
行
政
書
士
会
連
合
会

賀
詞
交
歓
会
〔
宮
前
専
務
理
事
〕、

日
本
公
証
人
連
合
会
と
の
協
議

〔
宮
前
専
務
理
事
他
〕

２４
（
火
）
法
務
省
総
合
法
律
支
援
準

備
室
と
の
打
合
せ
〔
早
川
理
事

他
〕

２５
（
水
）
第
７
回
金
融
法
務
新
年
賀

詞
交
歓
会
出
席
〔
大
西
常
務
理
事

他
〕

２６
（
木
）
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー

に
関
す
る
三
者
協
議
会
出
席
〔
光

木
副
会
長
他
〕、
日
本
公
証
人
連

合
会
と
の
打
合
せ
〔
大
西
常
務
理

事
他
〕

３１
（
火
）
全
国
サ
ー
ビ
サ
ー
協
会
賀

詞
交
歓
会
出
席
〔
山
口
副
会
長
〕
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